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２．中心市街地の位置及び区域 

 

［１］位置 

（1）位置設定の考え方 

【都市圏】 

 愛媛県は、県民が職・住・遊・学など日常生活や経済活動等の基礎的なサービスを受け

られ、かつ市町が連携・協力して広域的な施策展開や施設整備をするなど一体性があり、

発展方向を共有できる圏域として 6つの圏域を設定している。そのうちの一つが「松山圏

域」で、松山市・東温市・伊予市・松前町・砥部町・久万高原町の 6自治体で構成され

る。 

また、平成の大合併により松山市の人口が 50 万人を超えたため、国勢調査では松山市

を中心市とする「松山都市圏」が指定されている。四国内で都市圏が指定されているのは

松山都市圏のみで、周辺自治体は東温市・伊予市・松前町・砥部町・久万高原町に加え大

洲市・内子町の 7自治体である。この都市圏とは、自治体の境界を越えて広がる都市地域

を規定するため、総務省統計局が国勢調査で定義している統計上の地域区分で、中心市へ

の通勤・通学比率が 1.5％以上の周辺自治体を圏域とするものである。 

 

 

 

●愛媛県内の生活経済圏の地域区分 

出典：愛媛県 

 

 

●国勢調査の松山市都市圏 

出典：平成 27年国勢調査 

 

  



67 

 

【交通】 

松山市近郊（松山市・東温市・伊予市・松前町・砥部町）の自動車交通量は、国道 11

号・33号・56号などの松山市市街地を中心とした放射路線の交通量が多い。 

 

  

●松山市近郊の 24時間自動車交通量 

出典：松山市総合交通戦略（平成 22年） 

 

交通量を予測する方法で用いられる概念の一つ「分布交通量」は、交通計画を考える地域

をいくつかのゾーンに分け、それぞれのゾーン相互間の交通量（人、物、自動車等の移動量）

を指す。松山市近郊（松山市・東温市・伊予市・松前町・砥部町）の分布交通量を比較する

と、松山市のボリュームが圧倒的に大きく、都市規模の差が表れている。 

 

 

H19年実績値 

 

R12年の予測値 

 

●松山市近郊の分布交通量 

出典：松山市総合交通戦略（平成 22年） 

 

  

【平日】 【休日】 
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【歴史】 

松山市の起源は慶長 7 年（1602 年）加藤嘉
よし

明
あき

の松山城築城に始まり、以来城下町とし

て繁栄した。松山城の周辺は立地の良さから徐々に商人が集まり、中之川の水路を使った

水上交通を利用して発展した。明治時代には商店や劇場が立ち並び、大正時代には大街道

沿いに流れていた大法院
だいほういん

川を埋め立てて道幅を拡張し、松山随一の商店街ができた。一時

は「松山銀座」と呼ばれるほど賑わったが、昭和 20年太平洋戦争の松山空襲で市街地中

央部の大半を焼失した。その後、街路の整備や諸建築の再建などの戦災復興事業が進む中、

昭和 26年には「松山国際観光温泉文化都市建設法」が公布され、観光温泉資源の開発に

よる経済復興が行われた。戦災で焼失してもなお、松山城周辺の一帯は本市の中枢として

経済・文化・観光・交通等を支えている。 

 

 

出典：松山市史料集第十三巻「松山城下町宝暦図」 

 
松山城（明治時代撮影） 

 

大街道（昭和 11年撮影） 

 

【位置図】 
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［２］区域 

（1）区域設定の考え方 

松山市の中心部に位置する約 304ha を中心市街地として設定する。次の 3 つの拠点地

区で構成する。 

① 都心地区 

商業や業務等の多様な都市機能を備え、市内最大の交通結節点である松山市駅を含

む地区。 

② 松山駅周辺地区 

広域交通の拠点かつ居住機能が期待される地区。地区の多くは商業地域だが、近隣商

業地域や第一種住居地域も含まれる。 

③ 道後地区 

日本最古の名湯といわれる道後温泉があり、本市の観光拠点である地区。 

 

【区域図】 
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［３］中心市街地の要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第 1号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心として

の役割を果たしてい

る市街地であること 

○小売商業者 

松山市面積（429.40 ㎢）の 0.71％を占める中心市街地内には、

大規模小売店舗売場面積の 21.8％、卸売業・小売業の事業所の

29.7％、同従業者数の 27.6％、売場面積の 30.3％、並びに、宿泊

業・飲食サービス業の事業所の 53.4％、同従業者の 51.3％が集

積し、の占有率となっており、松山市の商業・飲食・サービス機

能等が極めて高密度に集積している状況である。 

 

●各指標の中心市街地と松山市の比較 

 
資料：平成 26年商業統計調査、平成 26年経済センサス基礎調査 

■補足 

中心市街地は 6地区（番町・東雲・八坂・雄郡・新玉・道後）とする。 

 

中心市街地 松山市
中心市街地の

占有率
83,534 ㎡ 382,629 ㎡ 21.8%

事業所数 1,133 　 3,820 　 29.7%
従業者数 9,457 人 34,287 人 27.6%
売場面積 176,036 ㎡ 580,152 ㎡ 30.3%
事業所数 1,542 　 2,886 　 53.4%
従業者数 12,579 人 24,508 人 51.3%

大規模小売店舗　売場面積

卸売業・
小売業

宿泊業・
飲食サービス業
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要 件 説 明 

第 1号要件 

 

○都市機能 

 中心市街地には、商業施設だけでなく、官公庁はもちろん、福

祉・文化・教育等の拠点施設や県立中央病院、市民病院等の基幹

病院が整備されており、都市機能が集中している。 

 

 

●主要な公共機関 位置図 

出典：松山市作成 

 

●医療・福祉施設 位置図 

出典：松山市作成 
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要 件 説 明 

第 1号要件 

 

 

●教育施設 位置図 

出典：松山市作成 

 

●子育て支援施設 位置図 

出典：松山市作成 

 

●公園・緑地位置図 

出典：松山市作成 
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要 件 説 明 

第 1号要件 

 

 中心市街地の鉄軌道は、JR予讃線及び伊予鉄道㈱が運営する

路面電車・郊外電車がある。路面電車は、JR松山駅・市のター

ミナル駅である松山市駅・松山城の最寄り駅である大街道駅・

道後温泉の最寄り駅である道後温泉駅をつないでいる。 

路面電車の年間輸送人員はここ数年増加傾向で、これは観光

客の利用増加によるものと推察される。 

また、バス路線のほとんどは松山市駅を中心として各地に連

絡する放射型の系統となっており、中心市街地は公共交通の発

着点となっている。 

 

●路面電車年間輸送人員（再掲） 

出典：四国運輸局 HP「鉄道の輸送実績の推移」より松山市作成 

 

 

●中心市街地の交通体系（再掲） 

6,620
6,866 6,909 7,045 7,009 7,197

0
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4,000

5,000
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7,000

8,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

単位：千人
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要 件 説 明 

第 1号要件 

 

 

●バス路線網図 

出典：松山市地域公共交通網形成計画 

 

 このように当該中心市街地は商業機能やその他の都市機能等

が集中し、都市の中心としての役割を果たしている市街地であ

る。 

 

  



75 

 

要 件 説 明 

第 2号要件 

当該市街地の土地

利用及び商業活動の

状況等からみて、機能

的な都市活動の確保

又は経済活力の維持

に支障を生じ、又は生

ずるおそれがあると

認められる市街地で

あること 

○商品販売額 

 小売業の動向は、中心市街地で見ると、店舗数、年間商品販売

額、共に減少しており、年間商品販売額の市全体に占めるシェア

は平成 3年に比べ、平成 26年は 14.4パーセントポイント低下し

ている。また、広域集客商業核である中央商店街を含む番町地区

のシェアも 12.8パーセントポイント低下している。 

 

●小売業事業所数の推移 

 
出典：平成 14年～平成 26年商業統計調査 

■補足 

 中心市街地は、6地区（番町・東雲・八坂・雄郡・新玉・道後）とする。 

 

●小売商業の年間商品販売額と松山市に対する占有率 

 

出典：平成 3年～平成 26年商業統計調査 

 

番町 東雲 八坂 雄郡 新玉 道後
H14 1,770 639 273 138 270 195 255
H19 1,373 509 213 93 212 167 179
H26 858 357 93 53 120 111 124

H26/H14 48% 56% 34% 38% 44% 57% 49%

地区
中心市街地

松山市 中心市街地 番町地区 中心市街地 番町地区
H3 558,581 255,643 161,170 45.8% 28.9%
H6 568,556 249,873 155,816 43.9% 27.4%
H9 619,860 252,349 148,203 40.7% 23.9%
H14 578,467 207,243 113,155 35.8% 19.6%
H16 563,317 201,572 114,042 35.8% 20.2%
H19 549,143 184,277 103,305 33.6% 18.8%
H26 458,649 144,545 74,214 31.5% 16.2%

松山市に対する占有率
年

年間商品販売額（百万円）



76 

 

要 件 説 明 

第 2号要件 

 

○空き店舗率 

松山市全体の商店街の空き店舗率の推移は、平成 23 年から減

少傾向である。中心市街地区域内の商店街でも平成 27 年から減

少傾向となっている。 

しかし、中心市街地の商業機能の中核である中央商店街（大街

道・銀天街）の空き店舗率は平成 27 年にやや減少しているもの

の、全体的に増加傾向である。 

中でも銀天街・大街道の中間地点に位置する銀天街 3丁目は、

交通結節点（松山市駅・大街道停留場）及び大規模駐車場・大型

商業施設から距離があり、空き店舗が目立つようになってきてい

る。現在、このエリアでは駐車場、商業・公益施設、共同住宅を

整備する再開発事業が検討されている。 

 

 

●空き店舗率の推移（再掲） 

出典：（財）えひめ産業振興財団「商店街実態調査報告書」、 

「松山市商店街実態調査」 

12.5%

8.4%

12.3%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1

松山市全体 中心市街地区域内 中央商店街
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要 件 説 明 

第 2号要件 

 

○歩行者通行量 

中央商店街の通行量は、第２期計画が策定された平成 26 年に

減少傾向から一転増加傾向に転換している。中心市街地活性化の

取組が成果として表れてきており、更なる取組の継続が求められ

る。 

 

 

●歩行者通行量の推移（再掲） 

出典：中央商店街通行量調査 

 

 以上から、本市の商業活動の核としての中心市街地の衰退と、

中心市街地の低未利用地の拡大は、機能的な都市活動の確保や経

済活力の維持に支障をきたしている状況にある。 

 

  

575.7
559.9 546.4

511.7 514.8 511.9
495.0

526.6 535.1 544.0
576.3 584.3

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

3地点合計 ①銀天街4丁目西口 ②銀天街千舟口 ③大街道一番町口

単位：千人
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要 件 説 明 

第 3号要件 

当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

○上位計画との整合 

１）松山広域都市計画区域マスタープラン 

 愛媛県が平成 29 年 4 月に策定した「松山広域都市計画区域マ

スタープラン」（松山市を含む三市二町）の中で、JR 松山駅及び

伊予鉄道松山市駅から大街道一番町口に至る交通結節点周辺市

街地については、広域行政機能、商業・業務機能、情報機能、高

等教育機能、医療・福祉機能及び国際化・観光機能等の高次都市

機能を集約し、その機能充実を図りつつ、来訪者や居住者の利便

性・快適性の向上に向けた交通拠点としての交流機能の充実を図

り、中国・四国地域の中核にふさわしい都市拠点を目指すことが

掲げられている。 

 

２）松山市総合計画 

 第 6次松山市総合計画では、3つのまちづくりの理念の下、「人

が集い 笑顔広がる 幸せ実感都市 まつやま」を目指す将来像

に、実現に向けた重点的取組として、「笑顔のまちづくり」プログ

ラムを設定し、住民に幸せや誇り、愛着を感じてもらうとともに、

市外の人からも「行ってみたい」「住みたい」と思われる魅力あふ

れる松山市をつくるため、分野横断的な取組を進めることとされ

ている。 

 また、「笑顔のまちづくり」プログラムの一つ「笑顔を『育む』

プログラム」には、松山の魅力をみんなで育む「まち育て」プロ

ジェクトとして、中心市街地の賑わいづくりが位置付けられてい

る。 
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要 件 説 明 

第 3号要件 

 

３）松山市都市計画マスタープラン 

 松山市の地域別まちづくり方針では、松山城、JR松山駅、伊予

鉄道松山市駅周辺区域を都心地域と位置付け、『四国の顔となる

都心として、賑わいあふれるまち』を将来像とし、下記の 3つを

地域づくりの将来目標として掲げている。 

目標１）魅力ある商業・観光・居住空間の形成 

①多様な都市機能の充実 

②観光まちづくりの推進 

③まちなか居住の促進 

目標２）人や環境にやさしい道路・交通の充実 

①道路交通の体系的整備 

②公共交通の充実 

③駅前広場や駐車場等の確保 

④歩道・自転車通行空間の整備 

目標３）快適で美しい都心環境の形成 

①まちなみ景観の形成 

②水と緑の空間の創出 

③防災対策の推進 
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要 件 説 明 

第 3号要件 

 

 

 

●松山市都市計画マスタープラン「将来都市構造図」 

 



81 

 

要 件 説 明 

第 3号要件 

 

○中心市街地活性化による周辺への波及効果 

 松山市には周辺地域から約 3万 1千人の通勤通学者が流入し、

総従業者・通学者の 1 割以上を占めている。そのため、中心市街

地内の投資であっても、多くの市民や周辺市町の住民に利用され

ることとなり、その波及効果は中心部にとどまらず、市内及び周

辺地域に及ぶこととなる。 

 

●通勤通学移動状況（流入）（再掲） 

  

 

●通勤通学移動状況（流出）（再掲） 

  

出典：平成 27年国勢調査 

■補足 

・通学者は 15歳以上。 

・県外・国外、不詳の就業者・通学者がいるため、総数と流入・流出の総

数の合計は一致しない 

 

 本市の中心市街地は、松山広域都市計画区域マスタープラン及

び市の上位計画において、広域行政機能、商業・業務機能、都市

福利機能、観光機能を兼ね備えた高次都市機能の一層の強化を図

ることで、本市のみならず圏域全体の発展につながる地域であ

る。 

 現在までの社会資本の投資や、まちの成り立ちにより各種機能

が集中しており、既存のストックを有効活用することで、郊外へ

の投資を削減し、トータルとして建設コストを抑えることができ

る。また、コンパクトにまとまった中心市街地の活用により、市

域全体においても建設・管理コストを低減でき、併せて資産価値

の高い地域の土地の有効活用を図ることで、大きな税収の増加が

期待できる。よって、当該地域は、松山市全体、松山都市圏全体

をけん引することができ、本市の持続可能な都市運営を図るため

に活性化を図ることが必要な地域といえる。 
  

就業者 通学者 合計
196,791 24,033 220,824

東温市 5,554 799 6,353
松前町 5,591 788 6,379
伊予市 5,034 988 6,022
砥部町 4,147 554 4,701

その他県内の市町 3,564 1,612 5,176
県外 1,659 778 2,437

総数（流入） 25,549 5,519 31,068
236,451 30,921 267,372

市内に常住

他市町に
常住

市内で就業・通学する者

総数

就業者 通学者 合計
196,791 24,033 220,824

東温市 6,705 786 7,491
松前町 4,556 273 4,829
伊予市 3,088 316 3,404
砥部町 2,540 97 2,637

その他県内の市町 4,921 137 5,058
県外 2,306 666 2,972

総数（流出） 24,116 2,275 26,391
234,503 27,630 262,133

市内に常住する就業者・通学者

総数

市内で従業・通学

他市町で
従業・通学
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３．中心市街地の活性化の目標 

 

［１］中心市街地活性化の目標 

前期計画等を総括して、中心市街地活性化の目標（全体テーマ）を「職・住・遊の近接

で豊かな生活が実現されたまち」とする。これは、昨今、注目が高まっているワークライ

フバランスの推進やシビックプライドの醸成等を踏まえ、業務・住居・商業・観光・教

育・医療・文化・交通等の機能が集積している本市の中心市街地の特性を活かして、法に

規定される中心市街地活性化の目的「国民生活の向上及び国民経済の健全な発展」に寄与

するものである。この目標（全体テーマ）及び 3つの基本方針をもとに、目標を設定す

る。 

 

中心市街地活性化の目標（全体テーマ） 

職・住・遊の近接で豊かな生活が実現されたまち 

 

中心市街地活性化の基本方針 

 

 

 

 

中心市街地活性化の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［２］計画期間 

本基本計画の計画期間は、令和 2年 11月から令和 8年 3月まで（5年 5ヶ月）とする。 

  

方針① 

出かけたくなるまち 

方針② 

愛着と誇りを持てるまち 

方針③ 

便利で豊かなまち 

目標③ 

高質で豊かな 

居住環境の形成による 

コンパクトシティの推進 

定住人口を維持、増加さ

せるため、再開発事業を行

い、居住環境の形成を行い、

コンパクトシティの推進を

図る。 

目標① 

来街者の 

回遊性向上による 

賑わい創出 

目標② 

観光コンテンツの 

充実による 

満足度の向上 

現状、エリアによって賑

わい具合に差があり、十分

に回遊されているとは言い

難い。そのため、新たな賑

わいスポットや滞留空間の

整備等、ハード・ソフト事

業を展開し、回遊性を向上

させる。 

ここ数年、観光客は増加

傾向だったが、道後温泉本

館保存修理工事期間中は一

時的な落ち込みが懸念され

る。この落ち込みを防ぐた

め、観光機能の強化はもち

ろん、多言語案内等受け入

れ体制を整え、急増する外

国人観光客に対応すること

で、観光客の満足度向上に

寄与する。 
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［３］目標指標の設定の考え方 

１）『来街者の回遊性向上による賑わい創出』の目標指標 

目標指標：中央商店街の歩行者通行量 

調査方法…中央商店街計 3か所（大街道一番町口、銀天街千舟口、銀天街四丁目西口）に

おける歩行者の通行量を平日と休日（各 1日）の 4時間（12:00～16:00）を測

定 

調 査 月…毎月 

調査主体…松山市、株式会社まちづくり松山、松山商工会議所 

算出方法…年間（1月～12月）の 3地点の平日・休日の合計を 1月分に平均した数値 
 

【目標数値の設定の考え方】 

通行量調査を開始した H20年から R1年までの実績に基づくトレンドの推計を行い、

R7年の推計値を算出した上で、事業効果を積み上げ、目標値を定める。 

 

 

 

 

 

■補足 

 ・過去から取り組んでいるソフト事業については、推計値に寄与する。 

 ・新型コロナウイルス感染症による影響は、収束時期等が見通せないことから加味していない。 

  

NO. 数値
① 46.2千人

商店街空洞化対策事業／あきんど事業 ② 1.4千人
まちなか子育て・市民交流事業／商店街保育事業 ③ 0.2千人
湊町三丁目C街区地区第一種市街地再開発事業 ④ 2.3千人
市駅前広場整備事業 ⑤ 1.8千人

－ 50.3千人

推計値

取組みの
効果

積算根拠

目標値（①＋④＋⑤）

過去から
取り組んでいる事業

新たに
取り組む事業

【基準値：令和元年】 

48.7千人 

【目標値：令和 7年】 

50.3千人 
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■推計値 

①R7年の歩行者通行量の推計 

 H20年から R1年の実績に基づくトレンドの推計を行い、R7年の歩行者通行量（単位：

千人）を算出する。 

 

●歩行者通行量の推移と予測 

よって、歩行者通行量の推計値は 46.2千人。 

 

②商店街空洞化対策事業／あきんど事業 

取組の効果を、中央商店街の状況から算出する。 

中央商店街の店舗総数は 358軒（H31年度松山市商店街実態調査）である。 

 

以下の 2事業により、計 10軒の入店を見込んでいる。 

◎商店街空洞化対策事業…1軒入店（見込み） 

◎あきんど事業    …9軒入店（見込み） 

一方、現在の中央商店街の空き店舗率は 12.3％であることから、 

▼R7年の空き店舗の予測値 45軒（358軒×12.3％） 

以上より、 

45軒－10軒＝35 軒（空き店舗率約 9.8％）となる。 

 

また、歩行者通行量と入店率の相関をみると、入店率が 1％上がると通行量は 548人（実

績に基づくトレンドの推計による。）増加すると想定される。 

●歩行者通行量と入店率の推移 

 
よって、取組の効果は、 

2.5（=12.3－9.8（空き店舗率））×548人＝1,370人…1.4千人増加 

  

48.0 46.7 45.5
42.6 42.9 42.7 41.3

43.9 44.6 45.3
48.0

48.7
46.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

単位：千人

基準値
推計値

H21 H23 H25 H27 H29 R1
歩行者通行量（千人） 46.7 42.6 42.7 43.9 45.3 48.7
空き店舗率 9.8% 10.5% 11.3% 10.0% 10.5% 12.3%
入店率 90.2% 89.5% 88.7% 90.0% 89.5% 87.7%
入店率1%当たりの通行量（人） 517 475 481 487 506 555
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③まちなか子育て・市民交流事業／商店街保育事業 

取組の効果を、主に事業を実施する「てくるん」の利用者数から算出する。 

 

てくるん利用者数の推移は、以下のとおり。 

●てくるん利用者数の推移 

 

H24 年の開館から３年は利用者数が安定していないため、H27～H30 年度の利用者数に

基づくトレンドの推計により、基準年（R1年度）及び目標年（R7年度）の値を算出する

と、てくるん利用者数は、 

 R1：155,222人 

 R7：192,430人（37,208人増加） 

 

よって、取組の効果は、 

37,208÷365日×2日（通行量調査日：平日・休日各 1日）≒約 200 人…0.2千人増加 

 

  

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
利用者数（人） 82,418 105,731 121,150 131,743 137,270 137,537 152,325
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■新たに取り組む事業の効果 

④湊町三丁目Ｃ街区地区第一種市街地再開発事業 

 取組の効果を、大街道一番町口に位置する複合施設「アエル松山」整備前後の通行量

の変化を参考に算出する。 

●アエル松山整備前後の大街道一番町口の通行量 

 
出典：松山中央商店街における通行量調査 

■補足 

年 1回 11月に調査したもの。 

 

 上記のとおり、通行量は複合施設の整備後、整備前より 1.2倍増加した。 

 

 

●銀天街千舟口の歩行者通行量の推移 

 

 事業が行われる銀天街千舟口の通行量について、H20 年から R1 年の実績に基づくトレ

ンドの推計により、R7年の値を算出すると、11.8千人である。 

 

よって、取組の効果は、 

 11.8千人×0.2（増加率）＝2.36千人…2.3千人増加 

  

整備前（H26） 整備後（H27） H27/H26
平日 10,694 12,136 1.13
休日 14,054 18,604 1.32
合計 24,748 30,740 1.24
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単位：千人

推計値
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⑤市駅前広場整備事業 

取組の効果を、松山市と同様に中核市である姫路市の玄関口である姫路駅前での「広場

整備事業」による効果を参考に算出する。 

 

姫路駅前広場整備完了前後の通行量の変化をみると、通行量は 1.1倍になっている。 

H23（工事前）：65,121人 

H27（完了後）：73,277人（1.1倍） 

 

 

●銀天街 4丁目西口の歩行者通行量の推移 

 

 市駅前広場に面する銀天街 4 丁目西口の通行量について、H20 年から R1 年の実績に基

づくトレンドの推計より、R7年の値を算出すると、18.2千人である。 

 

姫路駅前広場整備の効果と同様に考えると、取組の効果は、 

  18.2千人×0.1（増加率）＝1.82千人…1.8千人 
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２）『観光コンテンツの充実による満足度の向上』に関する目標数値 

目標指標：観光施設利用者数 

調査方法：計画区域内にある市有観光施設の年間利用者数を集計 

調査主体：松山市 

調査対象：松山城天守閣、道後温泉（本館・椿の湯・別館 飛鳥乃湯泉）、 

子規記念博物館、坂の上の雲ミュージアム、二之丸史跡庭園 

算出方法：年間（1月～12月）の利用者の合計 

 

【目標数値設定の考え方】 

第 2期中活計画の計画開始年である H26年から R1年までの利用者数実績に基づきトレン

ドの推計により、R7 年の数値を算出した上で、事業効果を積み上げ、目標値を定める。 

 

 

 

 

 

 

■補足 

 ・過去から取り組んでいるソフト事業については、推計値に寄与する。 

 ・新型コロナウイルス感染症による影響は、収束時期等が見通せないことから加味していない。 

 

  

NO. 数値
① 1,961千人

瀬戸内・松山観光ビジネス戦略事業 ② 35.0千人
道後温泉本館保存修理工事を活用した観光資源化事業 ③ 間接効果

－ 1,974千人

積算根拠

推計値 過去から
取り組んでいる事業

取組みの
効果

新たに
取り組む事業

目標値（①＋④）

クルーズ船誘致・受入推進事業 13.0千人④

【基準値：令和元年】 

1,845千人 

【目標値：令和 7年】 

1,974千人 
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■推計値 

①R7年の観光施設利用者数の推計 

H26年から R1年の実績に基づくトレンドの推計により、R7年の施設利用者数（単位：

千人）を算出する。 

 

 

●観光施設利用者数の推移 

 

よって、観光施設利用者数の推計値は 1,961千人 

 

②瀬戸内・松山観光ビジネス戦略事業 

取組の効果を、以下の４つの事業内容による効果から算出する。 

主な事業内容 

①せとうち広島 DCに伴う松山市への誘客 

②瀬戸内・松山ツーリズム推進会議によるプロモーション 

③着地型商品・旅行会社による旅行商品の造成 

④松山市、広島市、岡山市、高松市による海外プロモーション 

 

この事業により、最も効果が見られるのは大阪府からの宿泊者であると想定されるので、 

RESAS（地域経済分析）の「松山市の宿泊者のうち大阪府発の人数」を算出すると、 

 

上記の H26 から H30 の観光客数に基づくトレンドの推計により、基準年（R1 年）及び目

標年（R7年）の値を予測すると、松山市の宿泊者のうち大阪府から来る人は、 

 R1：338,352人 ⇒ R7：344,776人（6,424人増加）（＝約 1.9％増加） 

松山市への観光客数 1,845千人×1.9％≒約 35千人 

 

よって、取組の効果は、35千人増加 

 

  

1,818
1,903 1,928 1,934 1,946

1,845
1,961

0
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

単位：千人

基準値
推計値

H26 H27 H28 H29 H30

宿泊者（人） 333,325 341,161 323,476 336,949 340,785
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③道後温泉本館保存修理工事を活用した観光資源化事業 

道後温泉本館保存修理工事の前期期間中には、手塚治虫のライフワークといえる「火の

鳥」とコラボレーションした「道後 REBORNプロジェクト」（フォトスポットの整備、プロ

ジェクションマッピング、オリジナルアニメの制作・PR 等）を展開し、国内外への魅力

発信を行い、話題性を喚起し、入浴客や来訪者の誘客等を図った。 

後期期間は令和３年度から始まる予定であり、様々な事業を展開することで、入浴客や

来訪者の誘客等を図ることとしている。 

 

■新たに取り組む事業の効果 

④クルーズ船誘致・受入推進事業 

取組の効果を、目標年である R7 年も R1 年と同規模のクルーズ船が同回数程度入港す

ると想定して推計する。 

 

R2年のクルーズ船（ダイヤモンドプリンセス号）については、以下の入港予定である。 

入港日 ：４回 

乗客定員：2,706 人、乗組員数：1,100人 

 

乗客は全員、乗組員は半数が松山市で観光すると仮定して、 

［2,706人（乗客数）＋550人（乗組員数の半数）］×4回（入港回数）＝13,024人 

 ≒13千人 

 

よって、取組の効果は、13千人増加 
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３）『高質で豊かな居住環境の形成によるコンパクトシティの推進』に関する目標指標 

目標指標：居住人口の社会増減数 

調査方法：松山市の人口動態を集計 

調 査 月：毎年 2月 

調査主体：松山市 

調査対象：年間（1月～12月）の計画区域内の社会増減数※ 

     ※社会増減数＝（転入－転出）＋（転居入－転居出） 

算出方法：令和 2年から令和 7年の計画区域内の社会増減数の合計 

 

【目標数値設定の考え方】 

H26 年から R1 年までの転入・転出・転居入・転居出の人口に基づくトレンドの推計に目

標年（R7年）の数値を算出し、事業効果を積み上げ、目標値を定める。 

 

 

 

 

 

 

■補足 

 ・新型コロナウイルス感染症による影響は、収束時期等が見通せないことから加味していない。 

  

NO. 数値
① -600人

松山駅周辺土地区画整理事業・松山駅周辺まちづくり事業 ② 500人
松山赤十字病院整備事業 ③ 間接効果
湊町三丁目C街区地区第一種市街地再開発事業 ④
一番町一丁目・歩行町一丁目地区第一種市街地再開発事業 ⑤

－ 561人

推計値
積算根拠

661人

目標値（①＋②＋③＋④＋⑤）

取組みの
効果

過去から
取り組んでいる事業

新たに
取り組む事業

【基準値：平成 26年～令和元年】 

308人 

【目標値：令和 2年～令和 7年】 

561人 
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■推計値 

①R2年から R7年の社会増減数の推計 

H25 年から R1 年の実績に基づくトレンドの推計により、R2 年から R7 年の社会増減数

（単位：人）を算出する。 

 

●社会増減数の推移 

■補足 

・本市の人口動態統計の最小単位は「地区」である。中心市街地の人口は町丁単位で算出しているた

め、本人口動態は地区・町丁の人口割合を考慮し、概算値として算出している。概算値は四捨五入

した値のため、自然増減数と社会増減数の和は、人口増減数と必ずしも一致しない。 

・社会増減数＝転入出＋転居入出 とする。 

 

よって、社会増減数の推計値は、 

36＋62＋87＋113＋138＋164＝600…600人減 

 

■取組効果 

②松山駅周辺土地区画整理事業・松山駅周辺まちづくり事業 

取組の効果を、南江戸一丁目の人口から算出する。 

 

南江戸一丁目の人口の推移は以下のとおりである。 

●南江戸一丁目の人口推移 

 

出典：住民基本台帳登録人口（各年 10/1時点） 

南江戸一丁目で実施される以下の２つの事業の計画では、地区内人口は 700 人から

1,700人（1,000人増加）への増加を想定している。 

① 松山広域都市計画事業 松山駅周辺土地区画整理事業 事業計画書（第 3回変更） 

② 社会資本総合整備計画（H30～R4） 

 

計画期間内に全 3 工期中の第 3工期が行われる。 

 よって、取組効果は、当初の目標（1,000人増加）の半数の 500人増とする。 
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③松山赤十字病院整備事業 

「松山赤十字病院整備事業」では、地域住民に安全で良質な医療を提供するために、機

能更新を含む建替えを行う予定であり、地域の医療環境の充実は定住人口の増加にもつ

ながると考えている。 

 

④湊町三丁目 C街区地区第一種市街地再開発事業 

⑤一番町一丁目・歩行町一丁目地区第一種市街地再開発事業 

取組の効果を、再開発事業で整備される住居機能の戸数から算出する。 

 

２地区の市街地再開発事業により整備される住居戸数は以下のとおりである。 

●市街地再開発事業により整備される住居戸数 

 

出典：住民基本台帳登録人口（R1/10/1時点） 

■補足 

※1 マンション建設予定 

 ※2 中心市街地の一世帯当たりの平均人口 1.87から算出 

よって、取組の効果は、661人増とする。 

  

湊町三丁目 一番町 合計

整備後の戸数※1 184戸 208戸 392戸

（現在の戸数） (15戸) (23戸) (38戸)
増加戸数 169戸 185戸 354戸

増加人数※2 316人 345人 661人
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［４］フォローアップの時期及び方法 

１）『来街者の回遊性向上による賑わい創出』 

中央商店街の通行量を目標指標とするため、継続的に実施している通行量調査を活用し

て、3つの調査地点での通行量を測定し、毎年分析・評価する。 

結果を松山市中心市街地活性化協議会に報告し、協議の上、必要に応じて事業の精査・見

直しを行い、目標達成に必要な措置を講じる。 

 

２）『観光コンテンツの充実による満足度の向上』 

年間の観光施設利用者数（対象の 5施設の年間入場者を集計）を目標指標としているた

め、毎年 5 月に市が公表する「松山市観光客推定表」により、松山城天守閣、道後温泉

（本館・椿の湯・別館 飛鳥乃湯泉）、子規記念博物館、坂の上の雲ミュージアム、二之丸

史跡庭園の入場者を把握し、効果を検証する。 

結果を松山市中心市街地活性化協議会その他の関係機関等に報告・協議し、必要に応じ

て事業の精査・見直しを行い、目標達成に必要な措置を講じる。 

 

３）『高質で豊かな居住環境の形成によるコンパクトシティの推進』 

年間の区域内の転入・転出・転居入・転居出の人口の合計を目標指標としているため、

毎年 2月に市が集計する人口動態により、毎年分析・評価する。 

結果を松山市中心市街地活性化協議会に報告し、協議の上、必要に応じて事業の精査・見

直しを行い、目標達成に必要な措置を講じる。 

 

■補足 

 目標値に新型コロナウイルス感染症の影響は加味していないが、影響を注視しながらフォローアップを

行う。 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に

供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

 

［１］市街地の整備改善の必要性 

〔現状分析〕 

・本市の中心市街地の内、松山城を中心とした都心地区は城下町として発展し、戦後は松

山都市計画事業復興土地区画整理事業により、道路基盤は他地域と比較して整備が進ん

でいるが、都市基盤施設や中心部の建築物の老朽化等が進んでいる。 

・中心市街地区域内の居住人口は減少傾向が見られ、人口動態は一定して自然増減数は減

少、社会増減数は増減を繰り返している。また高齢化も進んでいる状況である。 

・都心地区は、本市の商業・業務機能が集中している。主に商店街周辺で機能更新が一定

進んでおり、第２期計画では優良建築物等整備事業による複合施設等が整備され、周辺

地域は地価の上昇や歩行者通行量の増加などの効果が見られた。一方で、その効果は周

辺地域に留まり、エリアによって賑わいの差が見られる。 

・道後地区は、道後温泉に代表される松山観光の中心的な地域である。現在、道後温泉本

館は、次の世代に大切に受け継ぐため、営業しながら保存修理工事を行っている。入浴

定員数は約 50％に減少しており、道後温泉 3 館（本館・椿の湯・別館 飛鳥乃湯泉）の

利用者数は、着工前より 10％減少した。 

・松山駅周辺地区は、空港や観光港と並ぶ広域交通の結節点であり、県都の陸の玄関口に

相応しいまちづくりを目指している。現在、連続立体交差事業と土地区画整理事業を行

っている。 

 

〔事業の必要性〕 

・人口減少、高齢化に対応したコンパクトシティの推進のため、JR松山駅の交通結節機能

の強化や周辺事業の一体的な推進、さらに高質で豊かな居住環境の形成が必要である。 

・中央商店街内や商店街から花園町通りまでの回遊性を向上し賑わいを創出するため、新

たな賑わいスポットの整備や回遊動線の整備が必要である。 

・松山市の観光のシンボル「道後温泉本館」を次の世代に大切に受け継ぐため、令和 6年

末までの完了に向けた円滑な工事実施や来街者の満足度向上や経済的影響緩和のため

工事期間中ならではの取組を実施が必要である。 

 

〔フォローアップ〕 

基本計画に位置づけられた事業について、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と

十分協議した上で進捗管理を行うとともに、中心市街地活性化に対する効果を検討し、必要

に応じて事業の見直しや改善を図る。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

自転車ネットワー

ク整備事業 

 

【内容】 

既存道路の有効活

用を基本とした自

転車走行環境の整

備（自転車走行部

分のカラー舗装、

路面標示等） 

・計画延長 43.8km 

 

【実施時期】 

H26～未定 

松山市 自転車は、環境にやさしく、ま

た、手軽で便利な乗り物として多

くの方が利用しており、松山市に

おける都市交通手段として、重要

な役割を果たしている。 

「松山市自転車ネットワーク計

画」に基づき、より安全、快適に自

転車通行できる環境を提供する事

業であり、「高質で豊かな居住環境

の形成によるコンパクトシティの

推進」を目標とする中心市街地の

活性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（道路

事業） 

 

【実施時期】 

R3～R7 

 

【事業名】 

松山駅西口南江戸

線整備事業 

 

【内容】 

車道（4 車線）、歩

道・自転車専用通

行帯等の整備 

・延長約 470m 

・総幅員 34m 

 

【実施時期】 

H26～R4 

愛媛県 松山駅周辺土地区画整理事業等

の関連街路事業として、住宅地の

多い駅西側から JR松山駅へのアク

セスが容易となり、都市機能が集

積する中心市街地への利便性向

上、コンパクトシティの推進や中

心市街地の活性化に資する事業で

ある。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（道路

事業（街路）） 

 

【実施時期】 

H28～R4 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

鮒屋町護国神社前

線整備事業 

 

【内容】 

歩道拡張（幅員約

3.0m）、自転車レー

ン（幅員約 1.5m）

の整備 

・延長約 380m 

 

【実施時期】 

H25～R3 

松山市 松山赤十字病院や愛媛大学など

が並ぶ道路を整備することによ

り、安全・快適な歩行空間形成を図

る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

防災・安全交付

金（道路事業） 

 

【実施時期】 

R1～R3 

 

【事業名】 

雨水管渠等整備事

業 

 

【内容】 

雨水管渠等の整備 

 

【実施時期】 

R2～R8 

松山市 松山駅周辺地区の関係機関が一

体となり取り組んでいる事業の中

で、愛媛県が実施する松山駅西口

南江戸線の建設に併せて雨水管渠

の新設を行い、浸水被害の軽減と

災害に強いまちづくりを進める。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

防災・安全交付

金（下水道事業） 

 

【実施時期】 

R2～R8 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

松山駅周辺土地区

画整理事業・松山

駅周辺まちづくり

事業 

 

【内容】 

土地区画整理事業 

施行面積約 16.7ha 

・駅前広場の整備 

・電停の移設 

・公共施設の整備 

・無電柱化 

 

【実施時期】 

H20～R13 

松山市 松山駅周辺地区は、関係機関が

一体となり連続立体交差事業と土

地区画整理事業に取り組んでい

る。 

交通結節機能の強化や東西交通

の利便性の向上並びに魅力ある都

心居住環境の創出を図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生区画整理事

業） 

 

【実施時期】 

H20～R8 

 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（道路

事業（街路）） 

 

【実施時期】 

H22～R8 

 

【支援措置】 

無電柱化推進計

画事業補助 

 

【実施時期】 

R2～R8 

 

【事業名】 

湊町三丁目 C 街区

地区第一種市街地

再開発検討事業 

 

【内容】 

再開発事業の検討 

地区面積約 1.1ha 

 

【実施時期】 

H29～R2 

湊町三

丁目Ｃ

街区地

区市街

地再開

発準備

組合 

土地の合理的かつ健全な高度利

用及び市街地環境の整備が必要な

区域について、市街地再開発事業

の事業化の促進を図る事業であ

り、「来街者の回遊性向上による賑

わい創出」、「高質で豊かな居住環

境の形成によるコンパクトシティ

の推進」を目標とする中心市街地

の活性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（市街

地再開発事業） 

 

【実施時期】 

H30～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

湊町三丁目 C 街区

地区第一種市街地

再開発事業 

 

【内容】 

再開発事業 

地区面積約 1.1ha 

○整備内容 

商業施設、公益施

設、住宅、駐車場、

広場等 

 

【実施時期】 

R3～R7 

湊町三

丁目Ｃ

街区地

区市街

地再開

発組合 

中央商店街に面する地区で、商

業施設・公益施設・住宅・駐車場・

広場等を備える新たな賑わいスポ

ットを整備する事業であり、「来街

者の回遊性向上による賑わい創

出」、「高質で豊かな居住環境の形

成によるコンパクトシティの推

進」を目標とする中心市街地の活

性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（市街

地再開発事業） 

 

【実施時期】 

R3～R7 

 

【事業名】 

一番町一丁目・歩

行町一丁目地区第

一種市街地再開発

検討事業 

 

【内容】 

再開発事業の検討 

地区面積約 0.7ha 

 

【実施時期】 

H29～R2 

 

一番町

一 丁

目・歩

行町一

丁目地

区市街

地再開

発準備

組合 

土地の合理的かつ健全な高度利

用及び市街地環境の整備が必要な

区域について、市街地再開発事業

の事業化の促進を図る事業であ

り、この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（市街

地再開発事業） 

 

【実施時期】 

R1～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

一番町一丁目・歩

行町一丁目地区第

一種市街地再開発

事業 

 

【内容】 

再開発事業 

地区面積約 0.7ha 

○整備内容 

ホテル、商業施設、

住宅、駐車場、広場

等 

 

【実施時期】 

R3～R7 

 

一番町

一 丁

目・歩

行町一

丁目地

区市街

地再開

発組合 

ホテル・商業施設・住宅・駐車場・

広場等を備える新たな賑わいスポ

ットを整備し、観光・生活都市とし

てのブランド強化を目指す事業で

あり、「高質で豊かな居住環境の形

成によるコンパクトシティの推

進」を目標とする中心市街地の活

性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（市街

地再開発事業） 

 

【実施時期】 

R3～R7 

 

【事業名】 

市駅前社会実験事

業 

 

【内容】 

市駅前広場で、広

場スペースを十分

に確保した、一体

的な空間や回遊動

線の整備を行うた

めの社会実験 

 

【実施時期】 

R2～R3 

松山市 大街道･銀天街と花園町通りを

つなぐ市駅前広場で、賑わいの創

出や交通の変化を検証するための

社会実験を行う。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（都市・

地域交通戦略推

進事業）（予定） 

 

【実施時期】 

R2（予定） 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

市駅前広場整備事

業 

 

【内容】 

市駅前広場で、広

場スペースを十分

に確保した、一体

的な空間や回遊動

線の整備 

 

【実施時期】 

R1～R8 

松山市 大街道･銀天街と花園町通りを

つなぐ市駅前広場で、賑わいを創

出するため、一体的な空間や回遊

動線の整備を行う。 

駅前広場内の交通事故の減少

や、シームレス化によるバリアフ

リー環境の創出、広場内の滞留人

口増による回遊活性化が期待され

る。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（都市・

地域交通戦略推

進事業）（予定） 

 

【実施時期】 

R1～R8 

 

【事業名】 

自転車ネットワー

ク整備事業 

 

【内容】 

既存道路の有効活

用を基本とした自

転車走行環境の整

備（自転車走行部

分のカラー舗装、

路面標示等） 

 

【実施時期】 

H27～未定 

愛媛県 自転車は、環境にやさしく、ま

た、手軽で便利な乗り物として多

くの方が利用しており、松山市に

おける都市交通手段として、重要

な役割を果たしている。 

「松山市自転車ネットワーク計

画」に基づき、より安全、快適に自

転車通行できる環境を提供する事

業であり、「高質で豊かな居住環境

の形成によるコンパクトシティの

推進」を目標とする中心市街地の

活性化に必要である。 

【支援措置】 

防災・安全交付

金(道路事業) 

 

【実施時期】 

H30～R4 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

二番町線整備事業 

 

【内容】 

電線類の地中化、

歩道のバリアフリ

ー化等 

 

【実施時期】 

H22～R5 

松山市 防災性の向上と歩行者の安全

性・快適性の確保、快適な都市景観

の創出を図る。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

無電柱化推進計

画事業補助 

 

【実施時期】 

R3～R5 

 

【事業名】 

中央循環線整備事

業 

 

【内容】 

電線類の地中化、

歩道のバリアフリ

ー化等 

 

【実施時期】 

H22～R3 

松山市 防災性の向上と歩行者の安全

性・快適性の確保、快適な都市景観

の創出を図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

無電柱化推進計

画事業補助 

 

【実施時期】 

R3 

 

【事業名】 

三番町線整備事業 

 

【内容】 

電線類の地中化、

歩道の舗装等 

 

【実施時期】 

R1～R6 

松山市 既に無電柱化が完了している市

道花園町線と国道 56号を結ぶ区間

（240ｍ）で、無電柱化区間の連続

性を確保し、併せて歩行者・自転車

の安全で快適な通行空間形成を図

る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

無電柱化推進計

画事業補助 

 

【実施時期】 

R2～R6 

 



103 

 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

千舟町空港線整備

事業 

 

【内容】 

電線類の地中化、

歩道のバリアフリ

ー化等 

 

【実施時期】 

R1～R9 

松山市 国道 56 号と JR 松山駅を結ぶ区

間（570ｍ）において、松山駅周辺

地区区域内 300ｍと区域外 270ｍの

防災性の向上と安全性・快適性の

確保を図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

無電柱化推進計

画事業補助 

 

【実施時期】 

R2～R9 

区 域

外 含

む 

【事業名】 

道後温泉本館保存

修理事業 

 

【内容】 

公衆浴場の保存修

理工事等 

 

【実施時期】 

H29～R6 

松山市 松山市の観光のシンボル「道後

温泉本館」は、明治 27年の改築か

ら 125 年を超え、次の世代に大切

に受け継ぐため、保存修理工事が

必要である。重要文化財の公衆浴

場を営業しながら保存修理するの

は日本初の取組である。 

営業しながらの保存修理工事を

最大限活用し、工事期間中ならで

はの取組を実施し、来街者の満足

度向上を図り、経済的影響緩和に

つなげる。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

国宝重要文化財

等保存・活用事

業費補助金 

 

【実施時期】 

H29～R6 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

城山公園整備事業

（第２期） 

 

【内容】 

城山公園の整備等 

 

【実施時期】 

R1～R6 

松山市 平成 21年度末に第１期整備を完

了した城山公園（堀之内地区）は、

現在、愛媛マラソンやえひめ・まつ

やま産業まつりなどのイベントや

撮影、学校行事などに活用されて

いる。  

第２期整備は、第１期整備区域

より北の未整備区域を対象とし、

「城山公園（堀之内地区）整備計画

報告書」と「史跡松山城跡保存活用

計画」に基づき、広場整備を主体

に、加えて歴史学習に活用できる

よう配慮しながら、発掘調査成果

や古絵図により再現した江戸時代

の道路を園路として再現するな

ど、早期開設に取り組む。 

なお、三之丸御殿等の重要施設

があった区域は、今後も詳細な発

掘調査を行い、その成果を踏まえ

た整備を検討する予定である。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

国宝重要文化財

等保存・活用事

業費補助金 

 

【実施時期】 

R1～R6 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

都市再生協議会運

営事業 

 

【内容】 

公民学連携したま

ちづくりの調査研

究、計画立案、実践

支援及び人材育成

等 

 

【実施時期】 

R2～未定  

松山市 

 

松山市

都市再

生協議

会（松

山アー

バンデ

ザイン

センタ

ー） 

公・民・学の連携のもと、地域主

体のまちづくりを行う松山アーバ

ンデザインセンター［UDCM］の拠点

施設には、まちづくりに関する専

門知識と実務経験を有する専門ス

タッフが常駐し、現地現場で、地域

の民間のまちづくり活動への技術

的支援及び研究活動を行う。 

この取り組みによって、今後の

まちづくりを担う人材が育成され

るとともに、公・民・学のシンクタ

ンクとして松山市の将来像を描

き、本市の持続的発展を目指す。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R2～R4 

 

【事業名】 

ＪＲ松山駅付近連

続立体交差事業 

 

【内容】 

鉄道高架及び幹線

道路の整備 

 

【実施時期】 

H20～R6 

愛媛県 土地区画整理事業とＪＲ松山駅

付近連続立体交差事業を一体的に

行い、都市基盤施設を整備する。 

この事業により、交通結節機能

の強化、東西交通の利便性の向上

によりまちの賑わいを創出すると

ともに、魅力ある都心居住環境の

創出を図る。 

鉄道高架により、8箇所の踏切を

除却し、交通渋滞や踏切事故が解

消されるとともに、幹線道路の整

備により、都市交通の円滑化が図

られる。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

補助事業（連続

立体交差） 

 

【実施時期】 

H20～R6 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

道後公園史跡環境

整備事業 

 

【内容】 

史跡等の活用整備 

 

【実施時期】 

H27～R5 

愛媛県 道後公園の歴史的価値を磨き、

拡大している歴史ファン層や増加

しているインバウンド観光客に訪

れてもらい、道後地区ひいては愛

媛県の観光客数増加・滞在時間増

加に寄与する。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

国宝重要文化財

等保存・活用事

業費補助金 

 

【実施時期】 

H27～R5 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現するた

めの位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

松山市シェアサイ

クル実証実験事業 

 

【内容】 

シェアサイクルの

実証実験 

 

【実施時期】 

R1～R6 

松山市 「歩いて暮らせるまちづくり」

を進める中、徒歩や公共交通を補

う新しい移動手段として、自転車

を共同利用するシェアサイクルの

導入を検討している。 

中心市街地を訪れる市民や観光

客の回遊性を高めるほか、放置自

転車を減らし、利用者の健康を増

進するなど様々な効果が期待でき

る。 

導入に際し実証実験を行い、こ

れらの公益性を確認しながら、市

民や観光客にとって使いやすく、

継続して運営ができる仕組みを構

築する。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

  

【事業名】 

景観形成推進事業 

 

【内容】 

景観まちづくり方

針の策定、市民に

対する景観啓発等 

 

【実施時期】 

R2 

松山市 松山らしい景観の保全、創出を

推進し、都市ブランドの向上と地

域の活性化を目指し、さらに自主

的、積極的な景観まちづくりを推

進する事業であり、「高質で豊かな

居住環境の形成によるコンパクト

シティの推進」を目標とする中心

市街地の活性化に必要である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現するた

めの位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

みんなで育む美し

い街並みと賑わい

創出事業 

 

【内容】 

まちづくりに貢献

する民間の施設整

備等への補助金交

付 

 

【実施時期】 

H25～未定 

松山市 景観整備や賑わい創出を促進す

る事業であり、「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

  

【事業名】 

まちづくり初動期

支援事業 

 

【内容】 

地域住民が取り組

むまちづくり事業

に対する補助金交

付 

 

【実施時期】 

H20～未定 

松山市 地域住民が主体で取り組む民間

再開発事業や、地区景観検討事業、

土地区画整理事業等を推進する事

業であり、「来街者の回遊性向上に

よる賑わい創出」、「高質で豊かな

居住環境の形成によるコンパクト

シティの推進」を目標とする中心

市街地の活性化に必要である。 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

 

［１］都市福利施設の整備の必要性 

〔現状分析〕 

・本市の中心部には、県庁、市役所、商工会議所、地方・家庭裁判所、検察庁、県警察本

部など、松山市及び愛媛県を統括する官公庁が集中的に立地している。 

・教育施設は、中心市街地区域内と隣接地を合わせると城北のエリアを中心に、小学校 11

か所、中学校 6か所、高校 10か所、専門学校 13か所、大学 2か所、特別支援学校 1か

所が立地しており、中心市街地に若者の活気を与える要因となっているほか、公・民・

学連携のまちづくり（地域において、市民と行政、企業、大学などが連携して行うまち

づくり）の素地が形成されている。 

・文化施設は、県民文化会館、市民会館、県美術館、県立図書館、市中央図書館、男女共

同参画センター等が立地しており、基幹となる文化施設が集積し、保健福祉施設は、県

民文化会館周辺の県施設や松山市総合福祉センターが立地している。 

・医療施設は、基幹病院である松山市民病院、県立中央病院、松山赤十字病院を始め病院、

診療所が多数立地している。第２期計画では県立中央病院が建替えられ、松山赤十字病

院は第２期計画に引き続き建替え工事が進められている。 

・中心市街地内の都市福利施設は、更新がある程度進んでいるものの老朽化対策が必要な

建物も存在する。 

・中央商店街の来街者の中心市街地に対する満足度は、子育てに関する項目が低かった。 

 

〔事業の必要性〕 

・老朽化対策や耐震性の確保が必要な病院や公民館などの都市福利施設の更新を行う必要

がある。 

・商店街に来た子ども連れ世帯の利便性の向上と商店街の活性化を図るため、子育て機能

の充実が必要である。 

 

〔フォローアップ〕 

基本計画に位置づけられた事業について、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と

十分協議した上で進捗管理を行うとともに、中心市街地活性化に対する効果を検討し、必要

に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

まちなか子育て・

市民交流事業／商

店街保育事業 

 

【内容】 

商店街の空き店舗

を活用した小規模

保育・託児・子育て

相談事業の実施及

び多目的トイレ・

休憩スペースの設

置等 

 

【実施時期】 

H23～R4 

松山市 小規模保育・託児・子育て相談事

業の実施により、利用ニーズの高

い 3 歳未満児の保育の受け皿の拡

充や商店街に来た子ども連れ世帯

の利便性の向上と商店街の活性化

を図る。 

また多目的トイレ・休憩スペー

スを設置するなど、多様な世代の

来街者が気軽に利用することがで

きる環境を併せて整備することに

より、まちなかの回遊性の向上に

資するとともに、商店街の賑わい

等を創出し、中心市街地の活性化

を図る。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

子どものための

教育・保育給付

交付金 

 

【実施時期】 

H24～R4 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

番町公民館耐震改

築事業 

 

【内容】 

番町公民館の改築 

 

【実施時期】 

R2～R4 

松山市 公民館は地域の学習拠点や住民

に身近なコミュニティ施設として

重要な施設であることはもとよ

り、災害時の避難所として指定さ

れている。 

耐震診断の結果、必要な耐震性

能を満たしていない公民館を改築

し耐震性能を確保することで、防

災性の向上が期待され、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

緊急防災・減災

事業債 

 

【実施時期】 

R2～R4 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主

体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

松山赤十字病院整

備事業 

 

【内容】 

松山赤十字病院の

建替 

・構造 鉄骨造 

・規模 地下 1階 

地上 10階 

・免震構造 

・延床面積 

約 55,000㎡ 

 

【実施時期】 

H26～R3 

松山赤

十字病

院 

中心市街地の北部に立地する松

山赤十字病院（文京町 1番地）にお

いて、機能更新を含む建て替え事

業を進めている。 

地域住民に安全で良質な医療を

提供する。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主

体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

総合コミュニティ

センター建物改修

事業 

 

【内容】 

複合施設である松

山市総合コミュニ

ティセンターの施

設及び設備等の更

新、改修整備等 

○施設概要 

・コミュニティプ

ラザ 

・研修会議室 

・文化ホール 

・中央図書館 

・こども館 

・コスモシアター 

・企画展示ホール 

・体育館 

・温水プール 

 

【実施時期】 

R2～R7 

松山市  築後 30年を迎え老朽化が進んで

いることから、計画的に施設及び

設備等の更新・改修整備を行い、市

民に幅広く利用される総合コミュ

ニティセンターの機能を維持し、

教育文化の振興及び健康の増進を

図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に寄与する事業であ

る。 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の

供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための

事業に関する事項 

 

［１］街なか居住の推進の必要性 

〔現状分析〕 

・中心市街地の人口は減少傾向が見られるものの、本市に占める割合は約 3.5％とほぼ横

ばいである。 

・老年人口の割合は、本市及び中心市街地区域内ともに増加傾向であり、高齢化が進行し

ている。 

・世帯人員数は、本市及び中心市街地区域内ともに減少傾向であり、本市の 2.04人に対し

区域内は 1.87人と 0.17人少なく、区域内には単身者が増加していると推察される。 

・民間マンションが今後も建設されることが見込まれる一方で、既存住宅も十分にある状

況である。 

 

〔事業の必要性〕 

・人口減少、高齢化に対応したコンパクトシティの推進のため、JR松山駅の交通結節機能

の強化や周辺事業の一体的な推進、さらに高質で豊かな居住環境の形成が必要である。 

・既存住宅を有効活用し、空き家の増加抑制、良好な住環境整備を促進する必要がある。 

 

〔フォローアップ〕 

基本計画に位置づけられた事業について、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と

十分協議した上で進捗管理を行うとともに、中心市街地活性化に対する効果を検討し、必要

に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】再掲 

松山駅周辺土地区

画整理事業・松山

駅周辺まちづくり

事業 

 

【内容】 

土地区画整理事業 

施行面積約 16.7ha 

・駅前広場の整備 

・電停の移設 

・公共施設の整備 

・無電柱化 

 

 

【実施時期】 

H20～R13 

松山市 松山駅周辺地区は、関係機関が

一体となり連続立体交差事業と土

地区画整理事業に取り組んでい

る。 

交通結節機能の強化や東西交通

の利便性の向上並びに魅力ある都

心居住環境の創出を図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生区画整理事

業） 

 

【実施時期】 

H20～R8 

 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（道路

事業（街路）） 

 

【実施時期】 

H22～R8 

 

【支援措置】 

無電柱化推進計

画事業補助 

 

【実施時期】 

R2～R8 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】再掲 

湊町三丁目 C 街区

地区第一種市街地

再開発事業 

 

【内容】 

再開発事業 

地区面積約 1.1ha 

○整備内容 

商業施設、公益施

設、住宅、駐車場、

広場等 

 

【実施時期】 

R3～R7 

湊町三

丁目 C

街区地

区市街

地再開

発組合 

中央商店街に面する地区で、商

業施設・公益施設・住宅・駐車場・

広場等を備える新たな賑わいスポ

ットを整備する事業であり、「来街

者の回遊性向上による賑わい創

出」、「高質で豊かな居住環境の形

成によるコンパクトシティの推

進」を目標とする中心市街地の活

性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（市街

地再開発事業） 

 

【実施時期】 

R3～R7 

 

【事業名】再掲 

一番町一丁目・歩

行町一丁目地区第

一種市街地再開発

事業 

 

【内容】 

再開発事業 

地区面積約 0.7ha 

○整備内容 

ホテル、商業施設、

住宅、駐車場、広場

等 

 

【実施時期】 

R3～R7 

一番町

一 丁

目・歩

行町一

丁目地

区市街

地再開

発組合 

ホテル・商業施設・住宅・駐車場・

広場等を備える新たな賑わいスポ

ットを整備し、観光・生活都市とし

てのブランド強化を目指す事業で

あり、「高質で豊かな居住環境の形

成によるコンパクトシティの推

進」を目標とする中心市街地の活

性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（市街

地再開発事業） 

 

【実施時期】 

R3～R7 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

わが家のリフォー

ム応援事業 

 

【内容】 

住宅のリフォーム

基本工事※等に対

する補助金支援 

※長寿命化・省エネ

化、バリアフリー

化、耐震化を行う工

事または子育て世

帯の住宅で行う工

事 

 

【実施時期】 

H28～終期未定 

松山市 市内の既存住宅を有効活用し、

定住・移住・子育てしやすい住まい

づくりを支援することで、空き家

の増加抑制を図り、良好な住環境

整備を促進する。さらに居住誘導

区域（松山市立地適正化計画で設

定している居住を誘導し人口密度

を維持するエリア）に区域外から

転入して対象工事を行う場合に補

助金額の加算を行っている。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に寄与する事業であ

る。 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活

性化事業、その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

 

［１］経済活力の向上の必要性 

〔現状分析〕 

・全国的に総人口が減少し、同時に少子高齢化により生産年齢人口の比率が低下すること

により、平均個人所得、個人消費支出が長期的な減少傾向にあることが指摘されており、

松山市も例外ではなく、消費の減少が続いている。 

・幹線道路沿道への店舗や大規模商業施設の立地により、郊外の店舗面積が大幅に増加し

ているが、松山市の中心市街地は、商店街の形成や百貨店の立地により、一定の商業機

能の集積を維持している。 

・郊外の大規模商業施設への集客等により、中心市街地での消費は縮小している。 

・中央商店街の空き店舗率は、平成 27年に減少したものの、以降は増加傾向であり 12.3％

である。 

・諸外国から松山空港への直行便の就航等により、外国人観光客が急増しているため、外

国人による消費が大きく期待される。 

・中心市街地には、2 大観光資源である松山城、道後温泉本館を始め、主要観光地が集積

しており、道後地区には観光旅館・ホテル等の集積、番町地区やその周辺及び JR 松山

駅周辺地区にはホテルの集積が見られる。 

・道後温泉本館は次の世代に大切に受け継ぐため、現在、道後温泉本館は保存修理工事を

行っており、入浴定員数は約 50％に減少しており、道後温泉 3館（本館・椿の湯・別館 

飛鳥乃湯泉）の利用者数は、着工前より 10％減少した。 

 

〔事業の必要性〕 

・中央商店街で回遊性を高めることで賑わいを創出するため、空き店舗対策を行う必要が

ある。 

・急増する外国人観光客に対応することで創客効果や滞在時間の増加を図り、消費を喚起

するため、受入環境を充実させる必要がある。 

・道後温泉本館の保存修理工事中の経済的影響緩和と来街者の満足度向上のため、工事期

間中ならではの魅力を発信する必要がある。 

 

〔フォローアップ〕 

基本計画に位置づけられた事業について、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と

十分協議した上で進捗管理を行うとともに、中心市街地活性化に対する効果を検討し、必

要に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

第一種大規模小売

店舗立地法特例区

域の設定 

 

【内容】 

大規模小売店舗新

設等の手続緩和 

 

【実施時期】 

随時 

松山市 大規模小売店舗の迅速な立地促

進が必要な中心市街地区域におい

て、大規模小売店舗の新設等の手

続を緩和することにより、中心市

街地の商業機能低下を抑制する。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」を目標とす

る中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

大規模小売店舗

立地法の特例

（第一種大規模

小売店舗立地法

特例区域） 

 

【実施時期】 

R2～R7 

 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

えひめ・まつやま

産業まつり 

 

【内容】 

城山公園（堀之内

地区）で地域産品

の展示・販売イベ

ントを愛媛県と共

同で開催する 

 

【実施時期】 

H23～終期未定 

え ひ

め・ま

つやま

産業ま

つり実

行委員

会 

各種産業への理解を深めてもら

うため実施する事業であり、「来街

者の回遊性向上による賑わい創

出」、「観光コンテンツの充実によ

る満足度の向上」を目標とする中

心市街地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

 

【実施時期】 

R2.11～R8.3 

区 域

内 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

商店街空洞化対策

事業 

 

【内容】 

市内の商店街の空

き店舗において、

商店街活性化事業

を行う施設として

活用する事業への

補助金交付 

 

【実施時期】 

H14～終期未定 

松山市 空き店舗対策や商業振興を図る

事業であり、「来街者の回遊性向上

による賑わい創出」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

 

【実施時期】 

R2.11～R8.3 

 

区 域

内 

【事業名】 

中心市街地活性化

ソフト事業（道後

地区） 

 

【内容】 

道後地区のまちづ

くり活動に対する

助成等のソフト事

業の実施 

 

【実施時期】 

H25～R6 

松山市 

 

地元団

体 

事業の実施により、中心市街地

の再活性化を実現していく。主に

は、道後温泉活性化まちづくり促

進補助金を通して、地元団体が主

体となって、まちづくりや各種イ

ベント・催事に取り組むことで、道

後温泉地区の活性化につなげるも

のである。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

 

【実施時期】 

R2.11～R7.3 

区 域

内 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

松山を楽しもうキ

ャンペーン 

 

【内容】 

松山市と県内メデ

ィア各社による中

心市街地活性化イ

ベントの開催 

 

【実施時期】 

H21～終期未定 

松山を

楽しも

うキャ

ンペー

ン実行

委員会 

「松山を楽しもうキャンペー

ン」は、堀之内公園をセントラルパ

ークのように、働き暮らす松山市

民と観光客のオアシスとなるよ

う、中心市街地の活性化と市内中

心部への集客を目的として各種イ

ベントを実施する事業である。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「観光コン

テンツの充実による満足度の向

上」を目標とする中心市街地の活

性化に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

 

【実施時期】 

R2.11～R8.3 

区 域

内 

【事業名】 

松山春まつり事業 

 

【内容】 

お城まつり及び道

後温泉まつりの開

催 

 

【実施時期】 

H21～終期未定 

松山春

まつり

実行委

員会 

毎年桜が見ごろを迎える時期に

松山の春の風物詩として、お城ま

つりや道後温泉まつりを実施し、

市内外からの観光客を誘致し、中

心市街地の賑わいを創出してい

る。 

大名、武者行列やちびっこ隊参

加者を公募することで、市民レク

リエーションを促進している。 

江戸時代からたしなまれてきた

「東雲能」、大正１３年から親しま

れている「野球拳」、江戸時代から

明治にかけて全国的に知られた

「伊予節」などの行事を実施する

ことで、松山の歴史、文化の継承に

貢献し、郷土愛を増進している。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「観光コン

テンツの充実による満足度の向

上」を目標とする中心市街地の活

性化に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

 

【実施時期】 

R2.11～R8.3 

区 域

内 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

松山まつり事業 

 

【内容】 

四国四大祭りの一

つである松山まつ

り（野球拳おどり・

野球サンバ）の開

催 

 

【実施時期】 

H21～終期未定 

松山ま

つり実

行委員

会 

市民に真夏の憩いを提供すると

ともに、観光宣伝の一翼を担い、観

光客誘致に寄与することを目的と

している。 

第４７回大会から従来の会場に

加え、新たに城山公園を会場とし

て活用し、市内中心部を「踊りの競

いの場」、城山公園を「にぎわいと

交流の場」として設定し、まつり会

場の広がりにより、中心商店街周

辺の交流人口を拡大させ、市内中

心部の活性化を図るとともに観客

及び参加者、地域住民が一体とな

って盛り上がれる「まつり」を目指

す。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「観光コン

テンツの充実による満足度の向

上」を目標とする中心市街地の活

性化に必要である。 

【支援措置】 

中心市街地活性

化ソフト事業 

 

【実施時期】 

R2.11～R8.3 

区 域

内 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

インバウンド消費

促進事業 

 

【内容】 

商店街への観光案

内所や免税一括カ

ウンターの整備 

 

【実施時期】 

R2 

まちづ

くり松

山等 

中央商店街内でイベントを開催

することにより、外国人観光客等

を中央商店街等へ呼び込むととも

に受入環境を整備し、インバウン

ドの消費を促進することにより、

中心市街地商店街の活性化を図

る。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」を目標とす

る中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

商店街活性化・

観光消費創出事

業 

 

【実施時期】 

R2 

 

【事業名】 

松山市民しごと創

造ワンストップ支

援事業 

 

【内容】 

各種セミナーの開

催や求人情報の提

供、相談業務等の

支援の実施 

○対象 

求職者、経営者、創

業予定者等 

 

【実施時期】 

H25～R3 

松山市 平成 25年度から就労・創業・経

営支援などの幅広いサービスをワ

ンストップで提供する支援窓口を

中心市街地に設置した（就労部分

は平成 28年度から拡充）。 

銀天街 L字地区の再開発に伴い、

現入居建物の取壊が決定されたた

め、令和 2年度秋に、同銀天街内で

の移転を予定している。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」を目標とす

る中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R1～R3 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

第二種大規模小売

店舗立地法特例区

域の設定 

 

【内容】 

大規模小売店舗新

設等の手続緩和 

 

【実施時期】 

随時 

松山市 大規模小売店舗の迅速な立地促

進が必要な中心市街地区域におい

て、大規模小売店舗の新設等の手

続を緩和することにより、中心市

街地の商業機能低下を抑制する。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」を目標とす

る中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

大規模小売店舗

立地法の特例

（第二種大規模

小売店舗立地法

特例区域） 

 

【実施時期】 

R2～R7 

 

【事業名】 

瀬戸内・松山観光

ビジネス戦略事業 

 

【内容】 

瀬戸内を周遊する

新しいツーリズム

の創造や旅行市場

への定着に向けた

プロモーションの

展開 

 

【実施時期】 

H24～終期未定 

松山市 

 

瀬戸内

松山ツ

ーリズ

ム推進

会議 

観光戦略である「瀬戸内・松山構

想」を基軸に、松山市・広島市・呉

市・廿日市市・石崎汽船・瀬戸内海

汽船・ＪＲ四国・ＪＲ西日本で「瀬

戸内・松山ツーリズム推進会議」を

設立し、瀬戸内海が有する魅力を

最大限に引き出す。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

H28～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

クルーズ船誘致・

受入推進事業 

 

【内容】 

クルーズ船の誘致

や寄港時の観光案

内所の設置、市内

交通結節点等への

通訳ボランティア

の配置、歓迎セレ

モニーや物産販売

等のおもてなしを

実施 

 

【実施時期】 

H30～終期未定 

松山市 外国の船会社に対する商談会等

に参加し、松山の魅力を積極的に

PR することで、松山港に寄港する

クルーズ船の誘致に取り組む。 

観光案内所の設置や、通訳ボラ

ンティアを配置するなどスムーズ

に市内へ移動ができるよう支援す

る。乗客に対するおもてなし等の

歓待を通じて、松山旅行へのイメ

ージアップを図り、乗客の再訪や

クルーズ船の次回入港へ繋げ、誘

致による地域経済の活性化を図

る。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R1.8～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

道後温泉本館保存

修理工事を活用し

た観光資源化事業 

 

【内容】 

工事期間中ならで

はの道後温泉本館

の魅力を発信する 

○前期工事期間中 

手塚治虫のライフ

ワークといえる

「火の鳥」とコラ

ボレーションした

「道後 REBORNプロ

ジェクト」の展開 
・フォトスポット
の整備 

・プロジェクショ
ンマッピング 

・オリジナルアニ
メの制作・発信
等 

 

【実施時期】 

H30～R6 

松山市 松山市の観光のシンボル「道後

温泉本館」は、明治 27年の改築か

ら 125 年を超え、次の世代に大切

に受け継ぐため、令和 6 年末まで

の完了を目指し、営業しながら保

存修理工事に取り組んでいる。重

要文化財の公衆浴場を営業しなが

ら保存修理するのは日本初の取組

であり、工事期間中ならではの魅

力を発信することで、工事期間中

の経済的影響緩和と来街者の満足

度向上につなげる予定である。 

本館保存修理工事の前期期間中

は、「道後 REBORN プロジェクト」を

展開し、国内外への魅力発信を行

い、話題性を喚起し、入浴客や来訪

者の誘客等を図る。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

H30～R2 

 

【事業名】 

道後温泉地区イン

バウンド推進事業 

 

【内容】 

訪日外国人旅行者

の受入環境の充実 

 

【実施時期】 

R1～R3 

松山市 新型コロナウイルス感染症の終

息時の反転攻勢のため、令和 3 年

度以降も引き続き訪日外国人旅行

者の受入環境の充実に取り組む予

定である。 

道後温泉地区全体の誘客促進や

来訪者増加につなげていき、また

道後温泉地区の満足度向上による

創客効果や滞在時間の増加による

消費喚起を図るものである。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R1～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

道後温泉歴史資産

を活用した魅力創

出事業 

 

【内容】 

道後温泉の歴史資

料の整理・保存活

用し、魅力を創出

する 

 

【実施時期】 

R1～R6（予定） 

松山市 令和 6 年末の完了を予定する道

後温泉本館の営業しながらの保存

修理工事期間中、工事と連動した

取組として、道後温泉の歴史資料

を整理・保存活用し、道後温泉の歴

史・文化を次代に受け継ぐととも

に、魅力として活用する予定であ

る。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R1～R2 

 

【事業名】 

道後温泉魅力発信

事業（道後温泉別

館 飛鳥乃湯泉） 

 

【内容】 

道後温泉及び道後

温泉 別館飛鳥乃

湯泉の魅力発信 

 

【実施時期】 

H30～R6（予定） 

松山市 令和 6 年末の完了を予定する道

後温泉本館の営業しながらの保存

修理工事期間中、道後温泉及び新

たな温泉施設である道後温泉別館 

飛鳥乃湯泉の魅力を発信、積極的

なＰＲを実施することで、活性化

を図る。特に、飛鳥乃湯泉の周年事

業により、市内外でのＰＲも含め、

幅広い年代や層に道後温泉の魅力

を発信する予定である。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R1～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

都市イメージ向上

事業 

 

【内容】 

首都圏向けのフリ

ーペーパーの発刊

や情報発信サイト

の運用 

 

【実施時期】 

H23～終期未定 

松山市 都市ブランド戦略プランに基づ

き、本市の情報を提供することで

メディアへの露出獲得をはじめ、

首都圏を中心に魅力を伝えるフリ

ーペーパー『暖暖松山』の発行やシ

ティプロモーションＷＥＢサイト

の運用などに取り組んでいる。 

今後も、こうした戦略的・効果的

なシティプロモーションを展開す

ることで、本市の都市イメージを

向上するとともに、全国的な知名

度や魅力度を高めていく。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R1～R3 

 

【事業名】 

修学旅行誘致促進

事業 

 

【内容】 

学校及び旅行会社

等への修学旅行誘

致宣伝活動 

 

【実施時期】 

H21～終期未定 

松山市 修学旅行の実情や要望等を分析

し、誘致戦略を練り直しながらタ

ーゲットを絞りつつ、学校および

旅行会社等に対して誘致宣伝活動

を行う。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

H28～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

国際観光客誘致促

進事業 

 

【内容】 

外国人観光客の誘

致施策の推進 

・松山市や県内市

町村の認知度向

上 

・国際定期便（台

北・上海・ソウル

線）の利用促進 

多言語版の観光パ

ンフレットの作

成、県内観光事業

者を対象とした外

国語の入門講座 

 

【実施時期】 

H21～終期未定 

松山市 松山市をはじめとする県内市町

村の認知度向上や国際定期便の利

用促進による外国人観光客の誘致

施策の推進に取り組み、交流人口

の拡大や賑わい創出、地域活性化

を図る。 

多言語版の観光パンフレット

（英語・韓国語・簡体字・繁体字）

を作成し、本市を訪れる外国人観

光客の受入環境の強化を図る。 

愛媛県内の観光事業者を対象

に、外国語の入門講座を実施する。

（愛媛県・松山商工会議所との連

携事業） 

R2 年度は、インバウンド対策事

業として、早朝や夜間に家族で楽

しめるコンテンツや、隙間時間を

活用した短時間の体験型コンテン

ツの造成を予定している。事業を

通じて、観光客の滞在時間の延長

による市内の消費喚起を図る。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

H30～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

観光おもてなし対

策事業 

 

【内容】 

各種イベント・お

出迎えの実施、お

もてなし人材育成

研修会等の開催、

「食」の情報発信 

 

【実施時期】 

H19～終期未定 

松山市 

 

松山商

工会議

所 

 

瀬 戸

内・松

山ツー

リズム

推進会

議 

観光客の松山旅行に対するイメ

ージアップのため、観光 PR力の向

上とまち全体の「おもてなし」風土

の醸成を図る。 

市民に対し、おもてなしの心を

伝えるとともに、各種イベント・お

出迎えを行うことにより、松山を

訪れた方の満足度向上を目指し、

交流人口の増加・地域経済の活性

化に繋げる。 

また、「おもてなし度向上策」と

して、地元小学生によるまつやま

観光キッズの実施や事業者等を対

象にしたおもてなし人材育成研修

会の実施等、受け入れ体制の充実

を図っている。 

さらに、ぐるなびやミシュラン

との連携により、「食」の面での情

報発信等を行うことで、国内外か

らの観光客への対応を強化してい

る。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R2 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

あきんど事業 

 

【内容】 

各種経営相談及び

補助金交付 

○対象者 

空き店舗に新規入

店した創業者 

 

【実施時期】 

H20～終期未定 

松山市

中心市

街地活

性化協

議会 

 空き店舗対策及び商店街の活

性化を図る事業であり、「来街者の

回遊性向上による賑わい創出」を

目標とする中心市街地の活性化に

必要である。 

 

  

【事業名】 

松山市商店街活性

化支援事業 

 

【内容】 

中心市街地区域内

の商店街等で、商

業の活性化を図る

ために実施する事

業※への補助金交

付 

※情報発信、イベント

開催、調査研究、コ

ミュニティビジネ

ス、その他商店街の

活性化に寄与する

もの 

 

【実施時期】 

H27～終期未定 

松山市 商店街等の活性化を図ることを

目的とする事業であり、「来街者の

回遊性向上による賑わい創出」を

目標とする中心市街地の活性化に

必要である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

まちづくりコーデ

ィネーター派遣事

業 

 

【内容】 

小規模再開発をは

じめとする新たな

地区更新等の掘り

起こしのための相

談業務の実施 

 

【実施時期】 

随時 

松山市

中心市

街地活

性化協

議会 

個別事業を支援し地区更新等の

促進を図る事業であり、「来街者の

回遊性向上による賑わい創出」を

目標とする中心市街地の活性化に

必要である。 

 

  

【事業名】 

HAIKU(国際俳句 )

ブランディング事

業(着地型商品) 

 

【内容】 

「松山はいく運営

員会※」にて事業を

実施、旅行社ニー

ズを捉えた着地型

観光商品の開発及

び発地での情報発

信、「瀬戸内・松山

国際写真俳句コン

テスト」の実施 

※地元経済団体や観

光関係団体、学識経

験者等で組織 

 

 

【実施時期】 

H21～終期未定 

松山は

いく運

営委員

会 

市内の地域資源を活用し「ガイ

ドと巡るまち歩き(松山はいく)」

による観光誘客を推進する。 

継続して「松山はいく」を軸に誘

客を図っていくことで、一過性に

終わらない「着地の魅力づくり」と

「情報発信」を連動させた観光ま

ちづくりを実施し、ガイドのさら

なる人材育成も目指す。 

さらにコンテストの実施により

「松山俳句＝HAIKU」の知名度・ブ

ランディング向上を図る。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

道後温泉地区にお

ける誘客キャンペ

ーン 

 

【内容】 

道後温泉地区の旅

館と旅行会社等が

タイアップした誘

客キャンペーンの

実施 

①湯巡り足湯・手

湯めぐり 

②まち歩き 

③郷土芸能イベン

ト ほか 

 

【実施時期】 

H20～終期未定 

道後温

泉旅館

協同組

合ほか 

道後温泉地区の旅館と旅行会社

等がタイアップした誘客キャンペ

ーンを実施していく。 

①湯巡り足湯・手湯めぐり 

内湯めぐりクーポン、湯籠の共

同購入、浴衣の似合う街、おもて

なし道後「以心伝心」サービス 

②まち歩き 

道後村めぐり、まち歩きマップ 

③郷土芸能イベント ほか 

これらの取り組みにより、道後

の魅力を全国に PRし、道後への誘

客、宿泊客の増加を図る。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

松山城管理事業

（集客促進等） 

 

【内容】 

1 月から 3 月ごろ

に松山城を舞台と

した集客促進のた

めのイベントを実

施する 

 

【実施時期】 

H30～終期未定 

松山市 令和 2 年は、オープニングイベ

ントとして本丸広場で「チャンバ

ラ合戦－戦－」と「熊本城おもてな

し武将隊の演武」を開催したほか、

謎解きイベント、AR アプリを活用

したポイントラリーなど、さまざ

まなイベントを実施した。 

さらに今後は、松山城を活用し、

若者世代や台湾等からのインバウ

ンド客の体験意向の多い「ナイト

タイム」の体験型観光コンテンツ

の充実を図り、国内外から誘客を

図るとともに、観光客を地元商店

街に誘導し消費活動を促す取組み

を展開する予定である。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

〔現状分析〕 

・圏域を越えた鉄道の交通結節点である JR松山駅、圏域内の主要地を結ぶ郊外電車・バス

の交通結節点である伊予鉄道松山市駅を中心に、公共交通の体系が形成されている。 

・都心地区、松山駅周辺地区、道後地区等を結ぶ環状の路面電車が運行し、市民の足とし

て利用されるなど、特色のある公共交通ネットワークが形成されている。 

・道後地区は、道後温泉に代表される松山観光の中心的な地域である。現在、道後温泉本

館は、次の世代に大切に受け継ぐため、営業しながら保存修理工事を行っている。 

・松山駅周辺地区は、空港や観光港と並ぶ広域交通の結節点であり、県都の陸の玄関口に

相応しいまちづくりを目指している。現在、連続立体交差事業と土地区画整理事業を行

っている。 

 

〔事業の必要性〕 

・人口減少、高齢化に対応したコンパクトシティの推進のため、JR松山駅の交通結節機能

の強化や周辺事業の一体的な推進、さらに高質で豊かな居住環境の形成が必要である。 

・道後温泉本館の保存修理工事中は周辺交通へ影響が出ると思われるため、対応する必要

がある。 

 

〔フォローアップ〕 

基本計画に位置づけられた事業については、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体

と十分協議した上で進捗管理を行うとともに、中心市街地活性化に対する効果を検討し、必

要に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】再掲 

松山駅周辺土地区

画整理事業・松山

駅周辺まちづくり

事業 

 

【内容】 

土地区画整理事業 

施行面積約 16.7ha 

・駅前広場の整備 

・電停の移設 

・公共施設の整備 

・無電柱化 

 

 

【実施時期】 

H20～R13 

松山市 松山駅周辺地区は、関係機関が

一体となり連続立体交差事業と土

地区画整理事業に取り組んでい

る。 

交通結節機能の強化や東西交通

の利便性の向上並びに魅力ある都

心居住環境の創出を図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生区画整理事

業） 

 

【実施時期】 

H20～R8 

 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（道路

事業（街路）） 

 

【実施時期】 

H22～R8 

 

【支援措置】 

無電柱化推進計

画事業補助 

 

【実施時期】 

R2～R8 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】再掲 

市駅前社会実験事

業 

 

【内容】 

市駅前広場で、広

場スペースを十分

に確保した、一体

的な空間や回遊動

線の整備を行うた

めの社会実験 

 

【実施時期】 

R2～R3 

松山市 大街道･銀天街と花園町通りを

つなぐ市駅前広場で、賑わいの創

出や交通の変化を検証するための

社会実験を行う。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（都市・

地域交通戦略推

進事業）（予定） 

 

【実施時期】 

R2（予定） 

 

【事業名】再掲 

市駅前広場整備事

業 

 

【内容】 

市駅前広場で、広

場スペースを十分

に確保した、一体

的な空間や回遊動

線の整備 

 

【実施時期】 

R1～R8 

松山市 大街道･銀天街と花園町通りを

つなぐ市駅前広場で、賑わいを創

出するため、一体的な空間や回遊

動線の整備を行う。 

駅前広場内の交通事故の減少

や、シームレス化によるバリアフ

リー環境の創出、広場内の滞留人

口増による回遊活性化が期待され

る。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（都市・

地域交通戦略推

進事業）（予定） 

 

【実施時期】 

R1～R8 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】再掲 

ＪＲ松山駅付近連

続立体交差事業 

 

【内容】 

鉄道高架及び幹線

道路の整備 

 

【実施時期】 

H20～R6 

愛媛県 土地区画整理事業とＪＲ松山駅

付近連続立体交差事業を一体的に

行い、都市基盤施設を整備する。 

この事業により、交通結節機能

の強化、東西交通の利便性の向上

によりまちの賑わいを創出すると

ともに、魅力ある都心居住環境の

創出を図る。 

鉄道高架により、8 箇所の踏切

を除却し、交通渋滞や踏切事故が

解消されるとともに、幹線道路の

整備により、都市交通の円滑化が

図られる。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

補助事業（連続

立体交差） 

 

【実施時期】 

H20～R6 

 

【事業名】 

道後温泉本館保存

修理工事推進事業

（交通影響緩和） 

 

【内容】 

道後温泉本館周辺

の交通影響緩和 

・チェックインや

チェックアウト

の分散化 

・地域内の交通ル

ールの策定 

・滞留・滞在時間の

延長 

 

【実施時期】 

H30～R6（予定） 

松山市 令和 6 年末の完了を予定する道

後温泉本館の営業しながらの保存

修理工事期間中を契機として、回

遊性を高める施策などに取り組む

ことで、歩行者に優しい観光地と

して再構築（交通マネジメント）を

図る予定である。 

この事業は「観光コンテンツの

充実による満足度の向上」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

H30～R2 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

移住定住促進事業 

 

【内容】 

移住相談及び移住

体験機会の実施 

 

【実施時期】 

H27～終期未定 

松山市 人口減少が進む社会の中、松山

への定着と新しい人の流れをつく

るため、特に、東京圏、関西圏から

の I ターン、Ｕターン促進と若者

世代の流入・定着促進に軸を置き、

移住相談体制及び移住体験機会の

充実を図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

地方創生推進交

付金 

 

【実施時期】 

R1～R3 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

『坂の上の雲』を

軸とした 21世紀の

まちづくり事業 

 

 

【内容】 

まちづくりに関す

る啓発事業の実施 

 

【実施時期】 

H16～終期未定 

松山市 松山市では、「『坂の上の雲』を軸

とした 21世紀のまちづくり事業」

として、市民のまちづくりに対す

る意識の高揚を図る。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」を目標とす

る中心市街地の活性化に必要であ

る。 
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所図 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

［１］市町村の推進体制の整備等 

(１)松山市の内部の推進体制について 

①中心市街地活性化関係課等長会議 

新たな松山市中心市街地活性化基本計画を策定するにあたり、基本方針、目標等を定め

るとともに、基本計画に定める各種事業を円滑かつ確実に実施するため、関係課等長会を

設置し、計画内容の庁内横断的な検討を行うとともに、情報交換を行っている。 

 

【関係課等長会議・名簿】 

区分 所属・役職 

会長 都市整備部都市デザイン課長 

委員 秘書広報部シティプロモーション推進課長 

委員 坂の上の雲まちづくり部まちづくり推進課長 

委員 保健福祉部保育・幼稚園課長 

委員 保健福祉部保健所医事薬事課長 

委員 都市整備部都市・交通計画課長 

委員 都市整備部道路建設課長 

委員 都市整備部松山駅周辺整備課長 

委員 下水道部河川水路課長 

委員 産業経済部地域経済課長 

委員 産業経済部観光・国際交流課長 

委員 産業経済部道後温泉事務所長 

委員 教育委員会学習施設課長 

事務局 都市整備部都市デザイン課 

 

【関係課等長会議の検討経過】 

年月日 議題等 

令和 2年 1月 8日 ・第 2期計画基本計画の進捗状況について 

・第 3期計画基本計画の方向性について 

 （方針・目標・区域、目標指標、主要事業 他） 

 

②松山市議会 

・令和元年 12月 6日 本会議  

計画期間の満了が今年度末と迫る中、次期計画の策定について、現在の計画期間を令

和 2年 10月まで延長した上で、現計画の結果を検証しながら、検討していく旨を説明。 

 

・令和 2年 3月 12日 都市企業委員会 

次期計画を策定するための予算について説明。  
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

(１)松山市中心市街地活性化協議会の概要 

（株）まちづくり松山及び松山商工会議所が共同設立者となり、平成 19 年 8 月 24 日に

松山市中心市街地活性化協議会（以下、「協議会」という。）が設立されている。 

協議会は、松山市中心市街地活性化基本計画の策定及び実施に関し必要な事項について

協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整及びまちづくり事

業をサポートすることにより、松山市中心市街地の活性化を図り、引いては松山市の発展に

寄与することを目的としている。 

協議会の会員は、（株）まちづくり松山及び松山商工会議所のほか、松山市の中心市街地

において、市街地整備改善、都市福利、中心部居住、商業の活性化に関する事業を実施しよ

うとする者および、松山市の認定基本計画の実施に関し密接な関係を有する者などで構成

されている。 

なお協議会には、正会員、準会員で構成される運営会議※を設置しており、タウンマネー

ジャーの選出、個別プロジェクト検討会議の内容、本協議会の運営上重要かつ緊急を要する

事項を審議し、議決することとしている。 

 

■松山市中心市街地活性化協議会役員名簿（令和 2年 9月 11日現在） 

役職名 組織名 組織上の地位 氏名 

会 長 松山商工会議所 副会頭 関  啓三 

副会長 (株)まちづくり松山 代表取締役会長 日野 二郎 

監 事 (株)伊予銀行 地域創生部 部長 髙岡 公三 

(株)愛媛銀行 常務取締役 磯部 時夫 

愛媛信用金庫 理事 川中 真治 

 

※ 松山市中心市街地活性化協議会・運営会議 

松山商工会議所、(株)まちづくり松山、松山市、(公財)松山観光コンベンション協会、 

(株)伊予鉄グループ、松山市商店街連盟、道後温泉誇れるまちづくり推進協議会、 

(一社)お城下松山 

 

■松山市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー・まちづくりコーディネーター 

（令和 2年 6月 1日現在） 

役職名 組織名 組織上の地位 氏名 

タウンマネージャー 愛媛大学社会連携推進機構 教授 前田 眞 

まちづくりコーディネーター (株)大建設計工務 代表取締役 正岡 秀樹 

まちづくりコーディネーター (株)彩都マネジメント 代表取締役 秀野 仁 
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■ 松山市中心市街地活性化協議会会員名簿（令和 2年 9月 11日現在） 

区 分 組織名 役 職 

正会員 松山商工会議所 副会頭 

(株)まちづくり松山 代表取締役会長 

準会員 松山市 都市整備部 開発・建築担当部長 

(公財)松山観光コンベンション協会 会長 

(株)伊予鉄グループ 取締役 

松山市商店街連盟 会長 

道後温泉誇れるまちづくり推進協議会 会長 

(一社)お城下松山 理事長 

協力 

会員 

国土交通省四国地方整備局 

松山河川国道事務所 

所長 

愛媛県経済労働部 経営支援課長 

愛媛県中予地方局建設部 部長 

松山東警察署 生活安全課 調査官 

(株)日本政策投資銀行松山事務所 所長 

愛媛大学 地域創成研究センター長 

松山大学 総合研究所長 

松山アーバンデザインセンター センター長 

松山市社会福祉協議会 常務理事 

松山市公民館連絡協議会 理事 

松山市小中学校 PTA連合会 会長 

(公社)松山青年会議所 理事長 

(株)伊予鉄髙島屋 専務取締役 

(株)松山三越 取締役総務部長 

NPO 法人日本ガーディアンエンジェルス 

松山支部 

支部長 

四国電力(株)愛媛支店 法人営業課長 

四国ガス(株)松山支店 理事 支店長 

(株)伊予銀行 地域創生部 部長 

(株)愛媛銀行 常務取締役 

愛媛信用金庫 理事 

四国旅客鉄道(株)愛媛企画部 部長 

西日本電信電話(株)愛媛支店 四国事業本部長兼愛媛支店長 

(株)愛媛ＣＡＴＶ 専務取締役 

愛媛ホテル協会 会長 

賛助 

会員 

経済産業省四国経済産業局産業部 部長 

国土交通省四国地方整備局建政部 都市・住宅整備課長 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業部まちづくり推進室長 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 都市再生業務部まちづくり支援室

まちづくり支援課担当課長 

(一財)民間都市開発推進機構 まちづくり支援部 第二課長 
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(２)総会及び運営会議の開催状況 

■松山市中心市街地活性化協議会 総会 

 年月日 議題等 

令和元年度 

第 1回 令和元年 6月 6日 議題 

１．正副会長の選任について 

２．監事の選任について 

３．運営会議委員の承認について 

４．平成３０年度事業報告（案）について 

５．平成３０年度収支決算（案）について 

６．令和元年度事業計画（案）について 

７．令和元年度収支予算（案）について 

第 2回 令和 2年 2月 3日 議題 

１．松山市中心市街地活性化基本計画の一部変更に係

る協議会意見について 

令和 2年度 

第 1回 令和 2年 6月 29 日 議題 

１．令和元年度事業報告（案）について 

２．令和元年度収支決算（案）について 

３．令和２年度事業計画（案）について 

４．令和２年度収支予算（案）について 

５．運営会議委員の承認について 

第 2回 令和 2年 9月 11 日 議題 

１．第３期松山市中心市街地活性化基本計画に対する 

意見書（案）の提出について 

２．監事の選任について 
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■松山市中心市街地活性化協議会 運営会議 

 年月日 議題等 

平成 30年度 

第 3回 平成 31 年 3 月 4 日 議題 

１．役員の改選について 

２．平成 30 年度事業報告（案）・収支決算見込みについ

て 

３．平成 31年度事業計画（案）・収支予算（案）につい

て 

令和元年度 

第 1回 令和元年 5月 30日 議題 

１．正副会長の選任について 

２．監事の選任について 

３．運営会議委員の承認について 

４．平成 30 年度事業報告（案）について 

５．平成 30 年度収支決算（案）について 

６．令和元年度事業計画（案）について 

７．令和元年度収支予算（案）について 

８．タウンマネージャー・まちづくりコーディネータ

ーの選任について 

第 2回 令和元年 8月 19日 議題 

１．令和元年度当協議会事業の進捗状況について 

２．松山市中心市街地活性化基本計画について 

・第２期計画平成 30年度定期フォローアップ 

・第３期計画 

３．意見交換 

第 3回 令和元年 12 月 17 日 議題 

１．令和元年度当協議会事業の進捗状況について 

２．来街者消費行動調査、通行量調査等報告について 

３．松山市中心市街地活性化基本計画（第３期）につい

て 

４．意見交換 

令和 2年度 

第 1回 令和 2年 5月 27 日 議題 

１．令和元年度事業報告（案）について 

２．令和元年度収支決算（案）について 

３．令和 2年度事業計画（案）について 

４．令和 2年度収支予算（案）について 

５．運営会議委員の承認について 

６．タウンマネージャー・まちづくりコーディネータ

ーの選任について 

第 2回 令和 2年 9月 1日 議題 

１．第３期松山市中心市街地活性化基本計画に対する 

意見書（案）の提出について 

２．監事の選任について 

３．新入会員の承認について 
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(３)松山市中心市街地活性化協議会からの意見書 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的な推進等 

(１)客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施 

①統計的データの客観的な把握・分析 

人口、商業、観光、交通等に関する統計的データを把握・分析し、「１．［２］地域の

現状に関する統計的なデータの把握・分析」に記載している。 

 

②地域住民のニーズ等の客観的な把握・分析 

「平成 30年度松山市市民意識調査」、「大街道・銀天街来街者アンケート調査」及び

「松山市民の消費行動に関するアンケート調査」より地域住民のニーズ等を把握・分析

し、「１．［３］地域住民のニーズ等の把握・分析」に記載している。 

 

③前基本計画等に基づく取り組みの把握・分析 

事業等の進捗状況、目標の達成状況及び定性的評価等について「１．［４］これまで

の中心市街地活性化に関する取組」に記載している。 

 

(２)様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連絡・調整 

①パブリックコメントの実施 

  本計画の素案について、広く市民等の意見を聴取するため令和 2 年 6 月 1 日から令

和 2年 6月 30日までの間、パブリックコメントを実施した。 
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②各種団体との連携 

中心市街地活性化の推進にあたっては、民間事業者やまちづくり団体、大学、行政、第

３セクターなど多様な主体の連携・協働により取り組みを行っていく。 

これらの多様な主体が参画するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整する組織が

中心市街地活性化協議会であるが、松山市中心市街地活性化協議会は、基本計画に対する

協議や調整だけでなく、自ら活性化事業に取り組むことが特徴であり、㈱まちづくり松山、

松山商工会議所をはじめとする協議会メンバーを中心に、多様な主体が連携して、まちづ

くり初動期支援、商業振興対策等の活性化事業を行っている。 

また松山市においては、平成 26年 2月に公・民・学連携まちづくりの共通プラットフ

ォームとして松山市都市再生協議会が設立され、平成 26年 4月には愛媛大学にアーバン

デザイン研究部門が新設され、現在は 4人の研究者（特定講師 1人、特定助教 1人、特定

研究員 1人、客員研究員 1人）が配属されている。  

そして、平成 26 年 10 月に松山アーバンデザインセンター［UDCM］の拠点施設が中心 

市街地に設置された。 

今後、松山市中心市街地活性化協議会を中心としながら、アーバンデザインセンターと

も連携し、引き続き、各種事業者、団体とも、より一層の協力体制を構築することで、中

心市街地活性化に多様な主体の発想等を取り入れ、個別事業を効率的、効果的に推進して

いく。 

 

■松山市都市再生協議会委員（令和 2年 8月 18日時点） 

役職 団体名・肩書  

会長 愛媛大学 防災情報研究センター 大学 

副会長 東京大学大学院 工学系研究科教授 大学 

副会長 松山市 副市長 行政 

監事 (株)まちづくり松山 代表取締役 まちづくり団体 

監事 松山大学 経営学部 教授 大学 

 松山商工会議所 会頭 地域経済団体 

 (株)伊予鉄グループ 取締役 公共交通事業者 

 愛媛大学大学院 理工学研究科 教授 大学 

 聖カタリナ大学 人間健康福祉学部長 教授 大学 

 松山東雲女子大学 副学長 教授 大学 

 松山市 都市整備部長 行政 

 松山市 都市整備部 開発・建築担当部長 行政 

 松山市 産業経済部長 行政 

 松山市 総合政策部長 行政 
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■松山アーバンデザインセンター（令和 2年 8月 18日時点） 

役職 団体名・肩書 

センター長 東京大学大学院工学系研究科 教授 

副センター長 愛媛大学社会共創学部 教授 

愛媛大学社会共創学部 准教授 

ディレクター（常勤） 愛媛大学社会連携推進機構防災情報研究センター 

アーバンデザイン研究部門 特定講師 

愛媛大学社会連携推進機構防災情報研究センター 

アーバンデザイン研究部門 特定助教 

愛媛大学社会連携推進機構防災情報研究センター 

アーバンデザイン研究部門 特定研究員 

愛媛大学社会連携推進機構防災情報研究センター 

客員研究員 

プロジェクトスタッフ 愛媛大学社会連携支援部社会連携課 

防災情報チーム 事務補佐員 

愛媛大学社会連携推進機構防災情報研究センター 

アーバンデザイン研究部門 研究補助員 

事務スタッフ 愛媛大学釈迦連携推進機構防災情報研究センター 

アーバンデザイン研究部門研究補助員 

ディレクター（非常勤） 復建調査設計(株)松山支店技術科 計画室長 

株式会社いよぎん地域経済研究センター 主席研究員 

株式会社愛媛銀行ひめぎん情報センター 次長 

タカバンスタジオ 

日産自動車株式会社 総合研究所モビリティ＆ＡＩ研究所 

株式会社日立製作所研究開発グループ 

東京社会イノベーション協創センタ 主管デザイナー 

坂の上の雲ミュージアム 総館長 

国土技術政策総合研究所 都市研究部 

都市施設研究室 主任研究官 

愛媛大学社会科教育講座 講師 

愛媛大学社会共創学部 講師 

松山大学経営学部 准教授 

聖カタリナ大学人間健康福祉学部 教授 

松山東雲女子大学 准教授 

愛媛大学釈迦共創学部 准教授 

愛媛大学 名誉教授 

豊橋技術科学大学 講師 

プロジェクトアドバイ

ザー 

愛媛大学教育学部 教授 

NPO 法人いよココロザシ大学 主宰 
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１０．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に

関する事項 

 

［１］都市機能の集積の促進の考え方 

（1）松山広域都市計画区域マスタープラン（平成 16年策定、平成 29年 4月変更） 

松山市を含む三市二町を対象区域として、愛媛県が策定した。 

松山市の中心市街地は、松山広域全体の都市活動を支える都市拠点として、居住機能、

商業・業務・行政・観光・国際交流等の高次都市機能や超高齢化社会に対応できる生活支

援機能の集約により、必要に応じて広域調整の機能を働かせつつ、その再生を図り、生活

拠点と一体となった連携中枢都市圏の形成を目指すこととされている。 

さらに、JR 松山駅周辺においては、中国・四国地域をけん引する陸の玄関口として、

利便性の高い市街地の形成を図るため、連続立体交差事業と一体的な土地区画整理事業

等を積極的に推進すると謳われている。 

 

（2）松山市都市計画マスタープラン（平成 16年策定、平成 23年 3月改訂） 

地域別まちづくり方針では、中心市街地活性化区域を含む範囲を都心地域として位置

付けている。地域の将来像に「四国の顔となる都心として、賑わいあふれるまち」と掲げ、

以下の 3つの将来目標を定めている。 

①魅力ある商業・観光・居住空間の形成 

②人や環境にやさしい道路・交通の充実 

③快適で美しい都心環境の形成 

 

（3）松山市立地適正化計画（H29年 3月策定、H31年 3月改訂） 

都市全体の観点から、居住機能や医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に

関する包括的なマスタープランとして策定している。 

中心市街地活性化区域のほぼ全域が都市機能誘導区域の「都心地区」に位置付けられて

おり、生活サービスを誘導するエリアとして設定されている。 

 

  



152 

 

［２］都市計画手法の活用 

平成 17～18年にＪＴ工場跡地（藤原町）において大規模ショッピングセンターの立地が

計画されたように、市域の準工業地域には、比較的大規模な事業用地が存在することから、

そこに大型小売店舗などの大規模集客施設が立地し、本市の進めるコンパクトなまちづく

りや都市機能集積に悪影響（都心から郊外への購買力の流出）を及ぼすことが懸念された。 

このため、松山市では中心市街地活性化基本計画の策定及び大規模集客施設の規制を平

成 19年度から進めることを表明し、手続きを進めた。 

基本計画の認定基準となる、準工業地域における特別用途地区を活用した大規模集客施

設の立地制限については、平成 19 年 11 月に開催した松山市都市計画審議会において、特

別用途地区を都市計画に定めることについて議決を得た。 

特別用途地区内の建築規制を定める条例については、同年 12月の松山市議会定例会で可

決、同年 12 月 19 日に公布（平成 19 年 条例第 39 号）し、平成 20 年 4 月 1 日に都市計画

決定の告示と同時に施行した。 

このことによって特別用途地区（準工業地域）の大規模集客施設の立地規制を確実なもの

とし、本市の目指すまちづくりを進めている。 

 

［大規模集客施設の立地規制に関する手続き等の経緯］ 

平成 18月  8月 市内５箇所で特別用途地域の指定についての説明会及び 

意見陳述会を開催 

平成 19年 10月 特別用途地区の案の縦覧及び意見書の掲出 

平成 19年 11月 松山市都市計画審議会 

平成 19年 12月 特別用途地区建築条例の審議・可決・公布 

平成 20年  2月 特別用途地区の都市計画決定告示 

平成 20年  4月 特別用途地区建築条例の施行 

 

［規制内容］建築してはならない建築物 

映画館、演芸場、劇場、観覧場 客席部分の床面積合計が 1万㎡を超えるもの 

店舗、飲食店、展示場、遊技場、 

勝馬投票券発売所、場外車券売場、 

場外舟券売場 

売場等のほか、通路、バックヤード等を含みその用

途部分の床面積の合計が 1万㎡を超えるもの（駐車

場の面積は含まれない。） 
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［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

中心市街地には、官公庁、教育、文化、保健福祉、医療等の施設が整備されているほか、

公共交通も整備されている。また、商業集積も進んでおり、中央商店街のほか大規模小売店

舗もあり、一体的な商業集積を形成している。 

こうした都市機能の既存ストックを有効活用する取組みにより、さらに中心市街地の活

性化が図られるものと期待される。 

 

【公共公益施設】 

 
●主要な公共機関 位置図（再掲） 

出典：松山市作成 

●主要な公共機関 一覧（再掲） 

 

出典：松山市作成 
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●医療・福祉施設 位置図（再掲） 

出典：松山市作成 

●医療・福祉施設 一覧（再掲） 

 

出典：松山市作成 

  

番号 施設名 番号 施設名
1 おおぞら病院 1 清水ふれあいセンター
2 松山記念病院 2 松山市総合福祉センター
3 松山市急患医療センター 3 松山市地域包括支援センター雄郡・新玉
4 佐藤実病院 4 松山市地域包括支援センター東・拓南
5 松山市民病院 5 松山市地域包括支援センター桑原・道後
6 野本記念病院
7 梶浦病院
8 松山笠置記念心臓血管病院
9 愛媛県立中央病院

10 愛媛県口腔保健センター
11 NTT西日本松山病院
12 松山赤十字病院
13 浦屋医院
14 奥島病院
15 道後温泉病院

●社会福祉施設● 医療施設（病院）
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●教育施設 位置図（再掲） 

出典：松山市作成 

●教育施設 一覧（再掲） 

 

出典：松山市作成 

  

番号 施設名 番号 施設名
1 味酒小学校 1 松山大学
2 新玉小学校 2 愛媛大学
3 雄郡小学校 3 人間環境大学 松山キャンパス
4 番町小学校 4 聖カタリナ大学 松山市駅キャンパス
5 清水小学校
6 東雲小学校
7 湯月小学校 番号 施設名
8 素鵞小学校 1 四国医療技術専門学校
9 八坂小学校 2 河原アイペットワールド専門学校

10 道後小学校 3 河原医療大学校
11 愛媛大学教育学部附属小学校 4 河原電子ビジネス専門学校

5 河原医療福祉専門学校
6 松山看護専門学校

番号 施設名 7 河原パティシエ・医療・観光専門学校
1 勝山中学校 8 専門学校松山ビジネスカレッジクリエイティブ校
2 城西中学校 河原高等専修学校
3 松山東雲中学校 河原デザイン・アート専門学校
4 東中学校 河原ビューティーモード専門学校
5 道後中学校 大原簿記公務員専門学校愛媛校
6 愛媛大学教育学部附属中学校 10 愛媛調理製菓専門学校

11 愛媛コミュニケーションブライダル専門学校

番号 施設名
1 済美高等学校 番号 施設名
2 松山工業高等学校 1 愛媛大学教育学部附属特別支援学校
3 松山南高等学校
4 聖カタリナ学園高等学校
5 松山北高等学校
6 松山東雲高等学校
7 松山商業高等学校
8 松山東高等学校
9 未来高等学校

9

●特別支援学校

●小学校

●中学校

●高等学校

●大学

●専修学校
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●子育て支援施設 位置図（再掲） 

出典：松山市作成 

●子育て支援施設 一覧（再掲） 

 

出典：松山市作成 

  

番号 施設名 番号 施設名
1 勝山幼稚園 1 朝美保育園
2 日本基督教団松山番町教会附属　親愛幼稚園 2 東雲保育園
3 持田幼稚園 3 松山保育園
4 ロザリオ幼稚園 4 八雲保育園
5 道後聖母幼稚園 5 アユーラキッズルームあむばむ２
6 愛媛大学教育学部附属幼稚園 6 愛媛保育園

7 えひめ乳児保育園
8 松山中央乳児保育園

番号 施設名 9 道後保育園
1 認定こども園 コイノニア幼稚園 リベカ清水保育園
2 認定こども園 さくら幼稚園
3 幼保連携型こども園 愛媛幼稚園 番号 施設名
4 幼保連携型こども園 法龍寺こども園 1 すまいる保育園
5 幼保連携型こども園 ゆめの森こども園 2 アユーラキッズルームあむぱむ
6 認定こども園 若草幼稚園 3 かしの木園
7 認定こども園　愛光保育園 4 キッズパオ　あおぞら園
8 認定こども園　小羊園 5 三福5starインターナショナル保育園
9 認定こども園 松山隣保館保育園 6 ひめっこ保育園

7 まちっこ保育園
8 まつやま大手町保育所

番号 施設名 9 アユーラキッズルームあむぱむ3
1 松山市中央児童センター
2 松山市新玉児童館

番号 施設名
1 ほっとHOTひろば
2 子育てひろばToiToiToi

●認定こども園

●児童館

●地域子育て支援ひろば

●保育所●幼稚園

●地域型保育事業
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【公園緑地】 

 
●公園・緑地 位置図（再掲） 

出典：松山市作成 

●公園・緑地 一覧（再掲） 

 

出典：松山市作成 

 

  

番号 施設名 番号 施設名
1 木屋町公園 1 城山公園
2 萱町公園 2 道後公園
3 清水公園
4 愛光公園
5 南味酒公園 番号 施設名
6 南江戸本村公園 1 石手川緑地
7 幸町公園
8 新玉公園
9 雄郡土橋公園

10 八坂公園
11 中村公園
12 花湯築公園
13 東雲公園
14 持田若宮公園
15 クレアガーデン公園
16 祝谷一丁目公園

●総合公園

●都市緑地

●街区公園
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【商業集積】 

 

●商店街位置図 

 

 

●中心市街地内の大規模小売店舗（1,000㎡以上）位置図（再掲） 
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［４］都市機能の集積のための事業等 

中心市街地には、人口や事業所、商業機能など多様な都市機能がバランスよく集積してお

り、観光拠点機能も共存しているが、以下の事業等の実施によって、都市機能の集積を更に

促し、活性化を図っていく。 

 

■都市機能の集積化に資する主な事業 

第４章 市街地の整備改善のための事業 

松山駅周辺土地区画整理事業・松山駅周辺まちづくり事業 

湊町三丁目 C街区地区第一種市街地再開発検討事業 

湊町三丁目 C街区地区第一種市街地再開発事業 

一番町一丁目・歩行町一丁目地区第一種市街地再開発検討事業 

一番町一丁目・歩行町一丁目地区第一種市街地再開発事業 

市駅前広場整備事業 

道後温泉本館保存修理事業 

城山公園整備（史跡公園として段階整備）（第２期） 

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業 

道後公園史跡環境整備事業 

 

第５章 都市福利施設を整備する事業 

番町公民館耐震改築事業 

松山赤十字病院整備事業 

総合コミュニティセンター建物改修事業 

 

第６章 居住環境の向上のための事業 

松山駅周辺土地区画整理事業・松山駅周辺まちづくり事業（再掲） 

湊町三丁目 C街区地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

一番町一丁目・歩行町一丁目地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

 

第７章 経済活力の向上のための事業 

松山市商店街活性化支援事業 

中心市街地活性化ソフト事業（道後地区） 

 

第８章 ４から７までに掲げる事業と一体的に推進する事業 

松山駅周辺土地区画整理事業・松山駅周辺まちづくり事業（再掲） 

市駅前広場整備事業（再掲） 
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１１．その他中心市街地の活性化に資する事項 

 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

（1）個別事業に関連した実践的・試行的な活動の内容・結果等 

［松山市中心市街地賑わい再生社会実験］ 

【概要】 

まちなかに点在する青空駐車場や空き店舗などの低未利用地を広場や交流スペースに転

用し、様々なイベントを実験的に実施した。公・民・学が連携する体制の下、専門家や地元

と意見交換を行いながら管理・運営を行い、賑わい再生に向けた効果的・持続的な仕組みや

中心市街地の居住環境改善の観点で効果検証した。 

 

●運営体制 

■補足 

 管理・運営の受注者は、期間によって異なり、H26.11〜H28.3は「復建調査設計・まちづくり松山共同

事業体」、H28.4〜H31.1（ テラスは H30.11まで）は「愛媛大学（UDCM）」である。 

●広場・交流スペース概要 

 広場（みんなのひろば） 交流スペース（もぶるテラス） 

運営期間 H26.11～H31.1 H26.11～H30.11 

面 積 約 370 ㎡ 約 80 ㎡ 

設 備 
芝生広場、ミニ噴水、土管、 
手押しポンプ、ベンチなど 

イス・テーブル、 
ライブラリー、多目的トイレなど 

利用時間 月～金 10:00～20:00／土日・祝日 10:00～18:00 

利用形態 一般利用・占有利用（無料） 

利用者数 
延べ利用者数：約 22.8 万人 

約 4,900 人／月 
延べ利用者数：約 9.1 万 

約 1,800 人／月 

外観 
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 みんなのひろばでは計 83件（月平均約 2件）のイベントが実施され、延べ利用者数は約

22.8万人（月平均約 4,900人）であった。もぶるテラスでは計 865件（月平均約 18件）の

イベントを実施し、延べ利用者数約 9.1万人（月平均約 1,800人）であった。開催されたイ

ベントのうち、一般の個人・団体の開催率は、ひろばで約 4割、テラスで約 6割であった。

中央商店街をはじめ、様々な主体と連携しながら、みんなのひろばでは、マルシェや音楽ラ

イブ、フリーマーケット等が実施され、もぶるテラスでは、商店街を回るスタンプラリーの

実施や絵本の読み聞かせ、各種ワークショップ・講座等、多様なイベントが展開された。 

  

●マルシェ開催の様子 ●絵本の読み聞かせイベントの様子 

 

【効果及び効果検証】 

みんなのひろば及びもぶるテラス整備前と比べ、周辺道路の歩行滞留者数が 3 倍以上に

増加したことから、賑わい再生としての効果が見られた。さらに集客数の多かった「飲食・

物販イベント」や「子ども向けイベント」を実施する一般の個人・団体を増やしていくこと

が、運営団体の負担を軽減し、持続的な賑わい再生に繋がると考えられる。 

周辺住民アンケートの結果では、回答者のうち約 5割が「ひろば・テラスができて非常に

良かった」と回答し、「まちなか居住の魅力が向上した」という回答が約 6割、さらにひろ

ば・テラスを重要とする理由は「子育て世代の住民のため」という回答が約 7割であったこ

とから、中心市街地の居住環境の改善にも効果が見込まれる。 

 

 

［２］都市計画等との調和 

（1）第 6次松山市総合計画 

「笑顔が『集まる』プログラム」の主な取組みとして「中心市街地のにぎわいづくり」

が位置付けられている。 

（2）松山市都市計画マスタープラン 

「四国の顔となる都心として、賑わいあふれるまち」を将来像に掲げる都心地域に、中

心市街地活性化区域の全域が含まれている。都心地域は、3つの将来目標（①魅力ある商

業・観光・居住空間の形成、②人や環境にやさしい道路・交通の充実、③快適で美しい都

心環境の形成）を定めている。 

（3）松山市立地適正化計画 

中心市街地活性化区域のほぼ全域が都市機能誘導区域の都心地区に位置付けられてお

り、生活サービスを誘導するエリアとして設定されている。  
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［３］その他の事項 

■環境モデル都市 

松山市は、平成 25年 3月に温室効果ガスの大幅な削減など低炭素社会の実現に向け、高

い目標を掲げて先駆け的な取組にチャレンジする「環境モデル都市」に選定された。 

 

 環境と経済の両立を目指して「誇れる環境モデル都市まつやま」 

国内屈指の豊富な日射量（過去５年間の平均日照時間は約２０９０時間）を地域特性とし、

太陽エネルギーをより有効に脱温暖化と産業創出に活かす「松山サンシャインプロジェク

ト」が特徴。「再生可能エネルギー」「ライフスタイル」「事業活動」「脱自動車依存型コンパ

クトシティ」「豊かな自然環境」「環境学習」の６つの基本施策により、持続可能な低炭素社

会の構築を目指す。 

［取組み方針］  

1．松山サンシャインプロジェクトの推進 

2．スマートコミュニティの推進 

3．コンパクトシティの推進 

4．地域循環システムの推進 

 

 

■ＳＤＧｓ未来都市 

松山市は、令和 2年 7月にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を推進し、経済・社会・環境

の三側面に新たな付加価値を生み出す先駆的な取組にチャレンジする自治体として、「ＳＤ

Ｇｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選定された。 

 

 経済・社会・環境が好循環する持続可能なまち“観光未来都市まつやま”を目指して  

世界に誇れる松山城や道後温泉などの観光資源をはじめ、太陽の恵みが豊かな地域特性

や、お接待の精神が宿る地域コミュニティ、多様な主体が活躍できる文化的土壌など、先人

から受け継がれてきた松山の多くの宝を生かし、安全で環境にやさしい“観光未来都市”を

目指すため、産・学・民・官・金などのさまざまなステークホルダーとの協働の場である松

山市ＳＤＧｓ推進協議会（プラットフォーム）を構築し、持続可能なまちづくりを推進する。 
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１２．認定基準に適合していることの説明 

 

基 準 項 目 説 明 

第 1号基準 

基本方針に適合

するものである

こと 

意義及び目標に関する事項 「１．中心市街地の活性化に関する

基本的な方針」、「３．中心市街地の活

性化の目標」を参照 

認定の手続 「９．［２］中心市街地活性化協議会

に関する事項」を参照 

中心市街地の位置及び区域に

関する基本的な事項 

「２．中心市街地の位置及び区域」を

参照 

４から８までの事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項 

「９．４から８までに掲げる事業及

び措置の総合的かつ一体的推進に関

する事項」を参照 

中心市街地における都市機能

の集積の促進を図るための措

置に関する基本的な事項 

「１０．中心市街地における都市機

能の集積の促進を図るための措置に

関する事項」を参照 

その他中心市街地の活性化に

関する重要な事項 

「１１．その他中心市街地の活性化

のために必要な事項」を参照 

第 2号基準 

基本計画の実施

が中心市街地の

活性化の実現に

相当程度寄与す

るものであると

認められること 

中心市街地の活性化を実現す

るために必要な４から８まで

の事業等が記載されているこ

と 

「４．土地区画整理事業、市街地再開

発事業、道路、公園、駐車場等の公共

の用に供する施設の整備その他の市

街地の整備改善のための事業に関す

る事項」から「８．４から７までに掲

げる事業及び措置と一体的に推進す

る事業に関する事項」を参照 

基本計画の実施が中心市街地

の活性化の実現に相当程度寄

与するものであることが合理

的に説明されていること 

「３.中心市街地の活性化の目標」を

参照 

第 3号基準 

基本計画が円滑

かつ確実に実施

されると見込ま

れるものである

こと 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込み

が高いこと 

４から８の「実施主体」を参照 

事業の実施スケジュールが明

確であること 

４から８の「実施時期」を参照 

 

 


